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視　点

ら農業に変更されたそうである。緑豆、ブラ
ックマッペ、大豆などの発芽の過程を「食品
の加工」と捉えるか、「植物の育成」と捉える
かの違いであろう。カイワレ、ブロッコリー
などスプラウト類はほかにも多くあり、もう
少し育ったベビーリーフもある。もやし生産
業を製造業としてしまうと、どこまで育てた
ら農業になるのかという定義を決める必要が
生じる。やはり発芽のところからすべて農業
とした方がよいのだろう。ちなみに製造業側
の農業に最も近い領域は、微生物を用いる発
酵食品製造・醸造業ではないだろうか。もや
し生産業も以前はそのあたりに属していた。
農業と製造業の境目は労働基準法（以下「労

基法」）の適用でも重要である。季節・天候に
よって労働時間が大きく変わらざるを得ない
農業では、労働時間・休憩・休日に関する規
定（労基法41条）が適用除外されるためである。
この労基法41条が適用除外される範囲（＝農業
の範囲）は、ある社労士事務所によると「作業
が天候に左右されるか」「計画的な作業が可能
か」等をもって総合的に判断されるようであ
るが、もやし、きのこ等は判断が微妙なよう
である（第２図）。

3　農業への製造業的要素の導入
どの産業に分類されるのかは、法令・解釈

によって異なるが、生産・経営面に着目し、
産業の境目を越えた動きについて述べたい。
近年、農業が急速に製造業的要素を導入す

るようになってきたが、その代表は名前のと
おり植物工場（人工光利用型）であろう。

1　農業と漁業の境目
何かを考えるときには、まず対象とする物

事についての定義を明確にすることが重要で
ある。そして、ある物事について定義を決め
れば、必ず同時にそれ以外の物事との境目が
決まる。
農業の定義は場面によって様々であろうが、

農協法では「耕作、養畜・養蚕」とされている。
漁業は水産業協同組合法のなかでは「水産動
植物の採捕又は養殖」とされる。ある法令解
説書をみると、両生類は水産動植物に含むと
されていたので、カエル養殖業を営めば、そ
れは農業ではなく漁業ということになる。農
業と漁業の境目は、育てる動植物が陸生か水
生かにあり、境目の漁業側に両生類がいるの
だ（第１図）。

2　製造業（工業）と農業の境目
では、製造業と農業の境目はどこであろう

か。これについて最近ある興味深いことを知
った。国内農産物の産出額で30位内に入る身
近な野菜「もやし」の生産業が、総務省が発
表する日本標準産業分類で2002年に製造業か

理事研究員　小掠吉晃

産業の境目と近接領域

資料　筆者作成

第1図　農業・漁業の境界概念図
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かされていく。外形的な建物・設備だけでは
なく、ソフト面の製造業的な部分も含めて本
当の意味での「工場」といえるのだろう。
「植物工場はもうからない」と最近までいわ
れていたが、こうした努力の結果、状況は一
変している。植物工場をリードするいくつか
の企業は、運営経験を積み上げ黒字化を実現
し、既に規模拡大や新工場の建設に進み始め
ている。

4　切磋琢磨のステージへ
先日、NPO植物工場研究会の勉強会で知っ

たのだが、植物工場間での生産効率の比較可
能性について検討が始まっているようである。
植物工場の場合、異業種参入が多く、それぞ
れがICTや電気設備といった得意ノウハウを
持ち込んで応用・発展させている。こうした
異なるノウハウを相互に活用し、切磋琢磨す
れば、技術進歩は格段に速くなると期待され
るが、それには技術指標を統一し、比較可能
にすることが重要なようである。
農業界で業界内比較といえば、養豚業の「ベ

ンチマーキング」が先進事例ではなかろうか。
米国では1985年にミネソタ大学によって養豚
生産管理ソフト「PigCHAMP」が開発され、生
産性の向上に大きく貢献した。同ソフトを使
用する養豚家は同一の基準で比較され、自分
の生産技術が上位何％に入るのかわかるよう
になり、適切な改善努力へと結びついたのだ。
日本でも多くの生産者が参加する「PigINFO」
という仕組みがあり、生産性向上に役立って
いる。同業者と比較し、問題を洗い出し、改
善する、こうした仕組みが重要なのである。
植物工場でも養豚業界のように業界内比較

の仕組みが確立し、製造業と農業の近接領域
が一層にぎやかになることを期待したい。

（おぐら　よしあき）

一般に農作物の成長は、太陽光、雨水、空
気中のCO2、土壌有機物といったコストが低
く、管理しにくいものに依存する部分が大き
い。このため農業経営では、原料から生産物
への変換効率よりも、気象・土壌の状態を読
み取り、柔軟に対応し、機械・労働力を効率
的に運用することが重要となる。
一方、植物工場の場合、光、CO2もすべて

有料で、完全制御された栽培空間も大変貴重
なスペースである。高価かつ管理可能な資源
を投入することから、投入資源の野菜（可食部）
への変換効率に重点が置かれ、電力量あたり、
栽培パネル面積あたりの成長重量といった指
標が１株、１gという単位で管理されている。
また、植物工場では毎日何千、何万株が植

えられ、決まった日数で収穫されるので、播
種、移植、収穫、パッキングといった作業が
日々繰り返される。このため定型化された毎
日の作業をどう効率化するのかが事業のカギ
を握るのである。自動化はもちろんのこと、
各工程の0.1秒単位の時間短縮、工程間のバラ
ンス平準化、作業動線の短縮等、製造業で普
通にみられる様々なことが実施されている。
植物工場ではこのように、農業としては大

変短い反復サイクルのなかで微細かつ大量の
データが蓄積され、技術改良・作業改善に生

資料　筆者作成

第2図　農業・製造業の境界概念図
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〈養豚特集〉─食農リサーチ─

ステムとして、農場間ベンチマーキングが活

用されている。全国団体や獣医師協会、飼料会

社、同一豚肉ブランドの生産者グループが行

うものなど、さまざまなシステムがある。こ

こでは（一社）日本養豚開業獣医師協会（JASV）

と国立研究開発法人農業・食品産業技術総合

研究機構（農研機構）食農ビジネス推進センタ

ーが共同運営する、ベンチマーキングシステ

ム「PigINFO」を紹介する。

2　「PigINFO」のシステム

養豚獣医師の業務は、個体治療から予防医

療、農場従業員教育へ発展し、経営相談にも

応じるようになってきた。生産成績をもとに

経営アドバイスに取り組むなかで、養豚開業

獣医師グループが技術指標の収集を行い2000

1　ベンチマーキングとは

「事業や経営を外側から客観的に眺め、裸の

数字と事実を冷静に認識し、改善しなければ

ならない不合理な点を自ら見いだせること」

が、優れた企業の特質の一つと言われる。

規模拡大による多頭飼育・職員の分業化が

進む畜産経営で、経営者に求められるのは、

事業に精通して職員へ計数に基づいた具体的

な目標を与えることだ。

養豚では繁殖・育成・肥育の各ステージで

イベントが数多くあり、複数の要因が絡み合

って生産成績に影響する。この「経営の見え

る化」を助け、養豚経営の羅針盤となるのが

ベンチマーキングである。

養豚では生産者同士の横のつながりが強く、

お互いに情報交換しつつ切磋琢磨ができるシ

食農リサーチ部長　北原克彦

ベンチマーキングと養豚生産
─ PigINFOからみた養豚 ─

第1図　養豚の生産ツリー

資料　JASVベンチマーキングセミナー（2017）資料を基に筆者作成
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り生存産子数の伸びが影響している。PigINFO

の16年中央値は11.68頭であるが、上位10％は

13.26頭に到達している。また、上位10％と下

位10％の較差は10年の1.72頭から16年には3.02

頭へ拡大している（第３図）。

種豚はトピックス（オランダ）・ハイポー（ド

イツ）・ケンボロー（イギリス）・ダンブレッド

（デンマーク）・全農ハイコープ種豚など、多

産系の導入によって産子数が増加していると

みられる。（一社）日本養豚協会「平成27年度

養豚農業実態調査」によると、子取り用雌豚

（交雑種）は、海外ハイブリッドがシェア30％

年代初頭に生産データ比較の仕組みを

作った。さらに11年に農研機構（旧動物

衛生研究所）の分析参加によって、生産

ツリー（第１図）をふまえた現在の仕組

みを確立した。

JASV獣医師が参加農場から四半期

ごとに生産データを収集し、それを農

研機構で解析・指標算出と農場間比較

を行う。その四半期成績・通年成績併

せて年間５回の解析結果を、JASV獣

医師が農場へフィードバックしている。

解析はデータごとに全体のなかでの

順位・立ち位置（６区分）を判定し、さ

らに母豚規模別・地域別にも行ってい

る。また、優良な点と改善が必要な点

を指摘し、改善目標（５段階）に到達し

た場合の収益増加額を提示している。

日本養豚事業協同組合の協力なども

あり、17年11月現在178農場が参加して

いる。養豚生産者であれば、誰でも参

加可能なシステムであり、サンプル数

も相応の規模となってきた。

3　繁殖成績の向上と較差拡大

養豚生産のスタートとなる繁殖段階では、

母豚１頭当たり年間離乳子豚数が世界的にも

ベンチマークとされている。

PigINFOの16年中央値は24.49頭であるが、

上位10％は28.78頭に到達している。また、上

位10％と下位10％の較差は10年の5.41頭から

16年には8.51頭へ拡大している（第２図）。

繁殖能力の国際比較で最も高いデンマーク

の15年平均31.4頭に、トップ層は追いつこう

としている。

これは、遺伝的要素が大きい種豚の１腹当た
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資料　第1図に同じ

第2図　離乳子豚数（/母豚/年）（四半期単位）
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資料　第1図に同じ

第3図　生存産子数（/腹）（四半期単位）
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まで増えてきた。

生産者は種豚選定だけでなく、繁殖技術の

向上も必要だ。人工授精の技術アップ、受精

卵の良い着床状況を作るためストレスの少な

い環境の整備、妊娠期後半の母豚への給餌で

胎児に栄養を与えること等により、生まれる

子豚をそろえなければいけない。

また、産子数が増えると、低体重の虚弱子

も増えるので、死なせずできるだけ救うのも

ポイントだ。虚弱な子豚も体重800gなら救え

る、700gがボーダーラインと言われている。

初乳の人工哺乳や子豚の分割授乳で免疫を付

与し、母豚の泌乳能力のある乳首が足りなけ

れば里子にも出す。出産は朝が多いため、午

前中の分娩舎は介助で多忙を極める。

4　防疫体制と肥育成績

離乳子豚生産（繁殖段階）と肥育段階を分離

した分析・ベンチマーキングがより精度の高

い比較には必要だ。

PigINFOの離乳後事故率をみると16年の中

央値は5.89％で、上位10％は2.86％となってい

る。しかし、10年からの推移をみると事故率

は改善せず、全体的に上昇傾向にある。飼料

効率と収益性の低下に直結するので大きな課

題だ（第４図）。

養豚は病気との戦いの歴史でもある。海外

からの病気の侵入も増えて複雑化している。

病気対策として、生育段階ごとに豚舎を分散

配置してピッグフロー（豚の豚舎間移動の流れ）

を整え、オールイン・オールアウト（豚が移

動・出荷される際に、豚舎を洗浄・消毒する空

舎期間を設ける）を実施する生産システムに取

り組む必要がある。また、病気撲滅に向けて

獣医師の指導によるバイオセキュリティ（防

疫体制）の取組みが重要性を増している。

売上げに直接つながるのは母豚１頭当たり

の年間出荷枝肉重量である。PigINFOの16年

中央値は1,698.5㎏であるが、上位10％は2,055.7

㎏に到達している（第５図）。

豚枝肉規格の上等級は、背脂肪厚や肉質の

ほか枝肉１頭重量が65～80㎏の範囲内を求め

られる。枝肉への歩留り65％程度を考慮しつ

つ最大肉量を実現するため、生体重量を115㎏

付近にコントロールして出荷している。

５年前までは2,000㎏を超える出荷枝肉重量

は考えられなかったが、種豚の繁殖能力アッ

プによって生産性向上が進んできた。それに

16
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8

6

4

2

0

（%）

10年 141211 161513

資料　第1図に同じ

第4図　離乳後事故率（四半期単位）
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資料　第1図に同じ

第5図　出荷枝肉重量（/母豚/年） （四半期単位）
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伴い、生産コストの半分以上は飼料代と言わ

れるが、枝肉販売額に対する飼料代比率（肉飼

比）30％台を実現する生産者も出ている。

データ分析をされている獣医学博士の山根

逸郎氏は、上位25％の生産指標を当面の目標

として、参加農場へ提示している。これらの

指標は北米の水準に近く、輸入豚肉との競合

を考慮すると目標とすべきだ。

○離乳子豚数　26.53頭/母豚/年　以上

○肉豚出荷頭数　24.8頭/母豚/年　以上

○出荷枝肉重量　1,888㎏/母豚/年　以上

○離乳後事故率　4.26％　以下

○農場枝肉FCR　4.59（生体2.98）　以下

5　生産者のベンチマーキング評価

PigINFOに参加している生産者から、以下

の評価を聞いた。

・ 弱点が技術的なことなのか、設備的なこ

となのかを探り、次の展開へつなぐこと

ができる。

・ 全国の参加農場のなかの立ち位置が分か

るので、やりがいを感じる。いつか１位

をとりたい。

・ 金融機関から資金調達の際に、解析報告

書を提供して円滑に借入れできた。

このようにベンチマーキングは、参加農場

のなかで自農場の立ち位置が分かり、生産者

が生産プロセスごとの技術指標をみて、課題・

弱点をみつけ出し改善取組みを判断できる。

生産者自らの気づきと改善意欲を促す仕組み

として非常に有効だ。

養豚は母豚の分娩間隔が５～６か月のため、

生産者の努力やレベルアップが比較的短期間

で経営計数に反映される。戦国時代の下剋上

を思わせる成績の急上昇や、小規模であって

もきめ細やかな管理によって、全国１位の指

標を実現した事例もあり、生産者にとって意

欲をかき立てる面白い業種だ。

6　肉用牛ベンチマーキングの展開

農研機構は（公社）中央畜産会と肉用牛農家

の経営評価システム「CattleINFO」を共同開

発した。14～16年は同会の事業として共同運

営、17年からは農研機構食農ビジネス推進セ

ンターが継承して運営を始めた。

繁殖・肥育の２部門に分け、黒毛和種、褐

毛和種、交雑種（F1）、乳雄去勢の畜種別のほ

か地域別・経営規模別にも比較する。現在、

参加農場を募っており、全国規模のベンチマ

ーキングシステムを目指している。

畜産に限らず、オープンな全国規模のデー

タベースとベンチマーキングシステムの広が

りが、健全な競争環境を実現し、農業経営の

発展につながるものと期待したい。

　＜参考文献＞
・ 新原浩朗（2003）『日本の優秀企業研究』日本経済新聞社
・ 山根逸郎（2017）「JASVベンチマーキングセミナー」
「PigINFO集計結果」

　＜「PigINFO」データ提供＞
・ （一社）日本養豚開業獣医師協会事務局
 〒243-0215 神奈川県厚木市上古沢1816

 （有）豊浦獣医科クリニック内
 Tel 046-290-5630（担当  北川）
 Fax 046-290-5631
E-mail：pig.jasv@r7.dion.ne.jp

・ 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
食農ビジネス推進センター プロジェクトプランナー
山根逸郎
〒305-8517 茨城県つくば市観音台3-1-1
TEL・FAX:029-838-7829
E-mail： iyamane@affrc.go.jp
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の切替えによる摂取量減少と体力低下が一因

である。

そこで同社は、離乳直後に人工乳を給餌し、

徐々に固形食に慣れさせる「太鼓腹システム」

を、00年頃から導入している。１日に２回（朝・

夕）、給餌する作業は手間がかかるが、食い込

みを確認する際に、子豚を観察することで、

疾病の早期発見・治療も期待できる。同社は、

こうした工夫等によって、離乳後事故率を比

較的低い水準（３％程度）で維持してきた。

2　設備投資による飼養方法の変更

また、疾病対策には、オールイン・オール

アウト（以下「AI・AO」）と呼ばれる飼養方法

が有効である。具体的には、同一日齢の豚を

一つのグループとし、グループごとに豚舎を

分けることで、他と混在・接触することを防

止する。さらに、豚が分娩舎から離乳舎等へ

と移動するたびに、豚舎を空にし、豚舎の洗

浄・消毒を行うことで、疾病のまん延を防ぐ

ものである。

現社長が就農した当時は、１棟の離乳舎を

複数のグループが同時に使用していた。加え

て、離乳舎は、子豚にとって最適な温度を整

えることが求められているが、老朽化し、温

度管理が不十分な状況にあった。

そこで、同社は14年に、低コストで導入で

きる３棟のコンテナ離乳舎を設置した（第１

図）。そして、新離乳舎では、各棟を異なるグ

ループが使用することで、AI・AOができる

繁殖から肥育までを行う養豚一貫経営にと

って、出産、離乳、肥育等の過程でどれだけ

豚を減らさず出荷できるかは、重要な課題の

一つである。特に離乳時は、子豚の免疫機能

が未発達であるため、疾病等の事故を抑える

ことが求められる。

今回紹介する成澤養豚株式会社（以下「同社」）

は、2016年のベンチマーキング「PigINFO」

の離乳後事故率（離乳後から出荷時までの事故

率）が全国１位になった。そこで、同社による

離乳時の給餌方法に関する工夫や飼養方法の

変更等を通した、疾病対策を紹介する。なお、

ベンチマーキングとは養豚農家の各種生産指

標を全国の農場と比較することで、優劣を評

価できる仕組みである。

1　給餌方法の工夫

同社の養豚への取組みは、1973年に庭先で

２～３頭を飼養する肥育経営として始まった。

75年に一貫経営へ移行してからは、現在の母

豚88頭まで規模を拡大してきた。ただし、全

国の１経営体当たり平均母豚数221頭と比べる

と、小規模経営といえる。

現社長の成澤和昭氏は、10年に大学を卒業

し、栃木県内の養豚農家での研修を経て、12

年に親元就農した。そして、同社は14年に法

人化した。

新生子豚の給餌内容は、21～24日齢で母乳

から固形食へと移行することが一般的とされ

る。離乳時の疾病は、こうした慣れない餌へ

研究員　福田彩乃

小規模養豚経営における事故率改善
─ 成澤養豚株式会社（山形県鶴岡市） ─

農林中金総合研究所 
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の養豚経営体のなかでの、自農場の立ち位置

がわかるため、経営の目標が明確となり、改

善のモチベーションにもつながっているとい

う。

同社は、ベンチマーキングを活用しながら

自社の弱みである販売面を強化するために、

17年に販売先を見直した。加えて、餌につい

ても飼料米を含む飼料へ変更して、コスト削

減を行っている。

社長によると、今後の目標は、2030年までに

母豚を300頭まで増頭することだという。そこ

で、コンテナ離乳舎と併用している既存離乳

舎の建て替え等を考えるとともに、まずは母

豚120頭に向けた規模拡大に取り組んでいる。

こうした意欲にあふれた若手生産者の更な

る経営発展に期待したい。
（ふくだ　あやの）

ようになった。また、新離乳舎は

暖房設備が整っているため、飼養

環境も改善した。

このように新離乳舎を導入し、

離乳時の疾病対策と温度管理を実

施したことで、16年には離乳後事

故率が1.03％と大きく低下した。

3　コストを抑えた豚舎の整備

同社は、「使用可能な豚舎はできる限り活用

し、無理のない投資を行うことで飼養環境を

整える」という考えのもと、順次豚舎を改善

してきた。

肥育舎については、右写真のような多額の

設備投資を必要としない、小規模な園芸用ハ

ウス（21棟）を00年から導入し、豚舎として利

用している。新離乳舎と同様に、各棟をグル

ープごとに使用することで、肥育時のAI・

AOが実践できている。

このように、低コストで飼育環境を整える

ことができる簡易な肥育舎を導入することで、

疾病感染のリスク低減を図っている。

4　収益改善への取組みと今後の展開

また、ここ数年、更なる経営展開に向けて

新たな取組みを始めている。

まず、同社は、出荷頭数の増加に向けて15

年より種豚を繁殖性に優れた全農ハイコープ

種豚へと切り替えている。変更前後（14、16年）

で比較すると１腹当たり離乳頭数は10.67頭か

ら11.02頭へと向上している。

また、16年からベンチマーキング「PigINFO」

に参加している。社長によると、ベンチマー

キングは、自農場の優れた点と劣った点を把

握するきっかけになるという。さらに、全国

第1図　ピッグフロー

資料　聞き取りより筆者作成

分娩舎

コンテナ
離乳舎

ハウス肥育舎

コンテナ
離乳舎
コンテナ
離乳舎
既存
離乳舎

ハウス豚舎と成澤社長（筆者撮影）
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修等を経て、04年に同社を設立した。

同社は、設立時に中古の豚舎（第１図、第１

農場の繁殖舎と肥育舎）を取得し、母豚160頭で

生産を開始した。開始数年で経営が安定した

ことで、防疫を考慮して豚舎の更新を図りな

がら、母豚増頭と母豚１頭当たりの離乳頭数

を増やすことを考えた。

そこで、10年に農地（第２農場）を購入し、ウ

ィンドレスの肥育舎を建設した。そして、第

１農場を繁殖専用へと改修することで、繁殖

と肥育を２つの離れた農場で飼養する２サイ

ト方式へ移行し、母豚を220頭へ増頭した（第

１図）。農場を分離配置したことで、疾病の感

染連鎖のリスク低減が図られた。

また、増頭にあたって、肥育舎建設の前年

から徐々に、種豚を繁殖成績に優れたハイポ

ーに切り替えた。種豚の変更に伴い、１母豚

当たりの年間離乳頭数は、変更前後（08年、13

養豚経営の規模拡大は進展し、全国平均の

１経営体当たり母豚数は、2007年の139頭から

17年の221頭へと大きく拡大している。生産規

模の拡大にあたって課題となるのが、豚舎の

更新等によって生産性向上を図ることである。

併せて、豚の疾病は経営的損失につながるた

め、畜舎整備等を通した飼養環境の改善と防

疫が重要とされる。

母豚620頭で大規模な一貫生産を行い、防疫

を考慮した豚舎の更新によって生産性の向上

に取り組んだおおやファーム株式会社を紹介

する。

1　規模拡大に向けた豚舎の整備

おおやファーム株式会社（以下「同社」）の大

矢智彰社長は、1989年に養豚を営む実家の株

式会社大矢に入社した。その後、自ら大規模

な養豚経営を行いたいと考え、他農場での研

研究員　福田彩乃

規模拡大による養豚経営の生産性向上
─ おおやファーム株式会社（北海道千歳市） ─

第1図　豚舎の整備とピッグフロー

第1農場

04年

母豚数 160頭

繁殖舎

肥育舎

繁殖舎 繁殖舎
繁殖舎 繁殖舎 繁殖舎

肥育舎 肥育舎肥育舎 肥育舎肥育舎第2農場

設備投資

労働力

2サイト方式へ移行
肥育舎建設

繁殖舎、肥育舎
増設

繁殖舎の取り壊し、
新たに建設

3人
220頭 620頭 1,000頭
5人 12人 12人

10年 17年 将来

資料　聞き取りより筆者作成
（注） 　は豚の流れ（ピッグフロー）を示す。第1農場と第2農場の間は1km。
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3　ルールに基づいた農場運営に向けて

同社は、農場の分離配置によって防疫体制

を整えた。また、種豚変更等による生産性向

上を図りつつ、経営規模を拡大してきた。そ

の際、他農場と生産成績を比較するベンチマ

ーキングの指標等を参考にしてきた。

ただし、規模の拡大に伴い、社長が全ての

飼養管理等を把握することが難しくなった。

こうした状況で、従来どおりの技術力を維持・

向上させるには、作業内容に関するルール作

りとその徹底が必要と考えている。そこで農

場HACCP（飼養衛生管理）の取得に向けた、準

備を進めているという。

このような取組みだけでなく、肉質の面で

は10年からホクレンと連携し銘柄豚「う米豚」

を生産している。う米豚は道産米を15％配合

した飼料を給餌した豚で、17年の食肉産業展

では銘柄ポーク好感度コンテストの優秀賞に

選ばれるなど、高い評価を受けている。

現状に満足せず、常に経営の発展を目指す

同社の取組みに今後も注目していきたい。
（ふくだ　あやの）

年）で比較すると、25.50頭から28.60頭へと大

きく増加した。さらに、15年には29.71頭と、

当時の全国のハイポー生産者のなかで１位の

実績を出した。

しかし、規模拡大を図った09年から12年は、

枝肉市況が低迷し、同社は経営的に苦しい時

期を経験した。ところが14年に、豚流行性下

痢（PED）が発生した影響で、全国的に出荷頭

数が減少し、市況が回復したことで、同社の

経営は改善した。

2　17年の規模拡大と今後の計画

そこで、17年３月に第１農場と第２農場に、

それぞれ繁殖舎と肥育舎を建設した（第１図）。

また、豚舎増設に伴い、母豚を400頭増頭し、

620頭へと大きく拡大した。

規模拡大とともに、飼養管理にかかる従業

員は、５人から12人へと増員した。養豚経営

では、防疫のため繁殖や肥育といった部門ご

とに従業員を分けて配置することが一般的で

ある。２つの肥育舎は、比較的新しい施設で、

同水準の衛生環境にあるため、５人で一体的

に管理している。一方、２つの繁殖舎は、衛

生水準に差があるため、豚舎ごとに従業員を

配置している。

今後、肥育舎だけでなく２つの繁殖舎も一

体的に管理するため、設立時から使用してい

る豚舎を取り壊し、新たに建設する計画だ。

同時に、母豚を620頭から1,000頭へと拡大す

ることで、１人当たり飼養母豚数を51.6頭か

ら83.3頭へと拡大させたいと考えている。

17年に増設した豚舎と大矢社長（筆者撮影）

農林中金総合研究所 
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ねられ、07年に「ハムダス-R」、11年に現在

のモデル「ハムダス-RX」（写真１）が登場した。

また、うで部位自動除骨ロボット「ワンダス」

等のロボットも開発している。

ハムダス-RXはこれまで欧州を中心に６台

の納入実績がある。国内では17年１月にスタ

ーゼンミートプロセッサー株式会社が初めて

導入した。前川製作所は、納入に際して、現

場の状況や要望に応じて、ロボットのサイズ、

対応仕様、工程等をカスタマイズしている。

2　 ハムダスの開発要件と特徴・納入状況

豚は、骨格が大きく、分厚い肉の中に隠れ

ている骨の曲がり具合、サイズ、凹凸など個

体差が大きい。したがって、ナイフを使う除

骨作業は、経験に基づく熟練度が求められる

職人技に依存してきた。

開発に際して、前川製作所の関係者は手作

業での肉塊の解体作業を習得している。ロボ

ット開発の要件として、以下の内容を満たす

必要があった。

① 肉の中に隠れている骨の座標を正確に測

食肉加工業は労働集約型産業である。除骨

をはじめとする作業は体力と熟練したスキル

が必要で、ナイフを操り危険性を伴う。一方、

作業員の高齢化や人手不足などから労働力確

保が困難となりつつある。このため、食肉加

工場の省力化・効率化に向け、自動加工機械

の開発に期待が寄せられている。

しかし、食肉は「不定形軟弱体
（注）
」で、とり

わけ大家畜は鶏に比べ、肉のサイズや骨の位

置等の個体差が大きい。

こうしたなか、豚もも肉の自動除骨ロボッ

ト「ハムダス」を開発した株式会社前川製作

所の取組みを紹介する。

1　前川製作所の概要とハムダスの開発経緯

前川製作所は1924年設立の産業用冷凍機械

のトップメーカーである。国内および海外41

か国で事業を展開しており、主力であるガス

コンプレッサー・冷凍機のほか、食肉加工ロ

ボットも手掛けている。

80年に、前川製作所は冷凍機を導入した食

肉加工場から、「鶏もも肉脱骨作業の自動化」

によるライン全体の効率化について相談を持

ちかけられた。これを機に、脱骨ロボットの

開発に乗り出し、94年に製品化した世界初の

鶏もも肉脱骨ロボットが「トリダス」である。

その後、トリダスの開発ノウハウ等を土台

に、豚肉ではもも部位自動除骨ロボットの開

発が92年に始まり、98年に初代「ハムダス」

が製品化された。その後様々な改善が積み重

研究員　趙　玉亮

食肉加工におけるロボット開発
─ 豚のもも肉自動除骨ロボット「ハムダス」の事例 ─

写真 1　ハムダス-RX（写真：前川製作所提供）

農林中金総合研究所 
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ることで、食肉とまな板との接触がなくなる

ため、衛生的な処理が行えることも特徴の一

つである。

3　今後の開発に向けて

ハムダス等の食肉加工ロボットは、加工現

場の変革と生産性向上の可能性を秘めている。

今後、技術の進歩などから、ロボット開発が

加速するものと考えられる。

食肉加工ロボットの開発方向として、前川

製作所はその他の部位への対応、フレキシブ

ルな多品種少量生産への対応、さらに加工ラ

インの無人化等を進めていきたいと考えてい

る。引き続き、食肉加工ロボットの開発動向

や現場の課題などに注目したい。

　＜参考文献＞
・ 伊東一郎・木下茂樹（2015）「不定形軟弱体を対象とした
食肉産業におけるロボット技術利用と今後の課題」『日本
ロボット学会誌』第33巻第 5号

・ 兒玉龍二（2015）「食鶏の生産自動化システム」『精密工学
会誌』第81巻第 9号

・ 前川正雄（2011）『マエカワはなぜ「跳ぶ」のか』ダイヤ
モンド社

（チョウ　ギョクリョウ）

定し位置を定める。

② 複雑な骨の形状にナイフを３次元的に追

随させる。

③強い筋をカットする。

④残肉量を減らし歩留りを確保する。

このため、最新機種のハムダス-RXはＸ線

ラインセンサ、フレキシブルな動作が可能な

多関節ロボット、そしてナイフの動きに自由

度を持たせるエンドエフェクタを採用してい

る。

具体的な除骨作業のポイントとして、まず、

Ｘ線ラインセンサでもも肉の左右を判断し、

大きさ、骨の位置や形状を正確に測定するこ

とで、最適なカットラインを決定する。

次に、多関節ロボットアームに取り付けた

ナイフが、カットラインに沿って筋入れを行

う。

軟弱体であるもも肉は、作業中に骨の位置

や姿勢が変化し、ナイフが骨に食い込むなど

の問題点がある。それを克服するため、前川

製作所はロボットアームとナイフの連結部分

に、自由度を持つエンドエフェクタを取り付

けて、刃の角度を逃すよう搖動機能を持たせ

ている。それによって、位置ずれの吸収と、

ナイフの骨への食い込み防止を実現している

（写真２）。

こうした工夫によって、ハムダス-RXは世

界で初めて筋入れ工程の自動化を実現した。

骨に沿って正確にもも肉をカットし、高い歩

留りで高速かつ安定的な連続処理を実現して

いる。また、食肉をつり下げた状態で加工す

（注）不定形軟弱体とは、「形状がまちまち、触れたり
掴むと形が変わり、また変形して形が元に戻らな
い」と伊東・木下（2015）が定義。

写真 2　 ロボットアーム、エンドエフェクタ、ナイフ
（写真：前川製作所提供）

農林中金総合研究所 
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〈養豚特集〉─食農リサーチ─

2　ハムダス-RXの利用状況
三沢ポークセンターには、と畜場で処理さ

れた豚枝肉が接続通路を通って外気にさらさ
れることなく搬入される。そして分割、除骨、
整形等の加工が行われる。
豚枝肉の分割は、肩、もも、ロース・バラ

に手作業で行われる。その後、部位ごとの処
理ラインで除骨される。ハムダス-RXが実施
するのは、もも部位の除骨作業である（写真）。
ハムダス-RXによる除骨は、まず、投入さ

れたもも肉を、ロボットアームでつかみつり
下げる。そして、Ｘ線ラインセンサでサイズ
や骨の位置等を測定する。次に、先端にナイ
フが取り付けられた多関節ロボットアームで
正確に筋入れを行う。最後に、骨から肉を引
きはがす作業である。ハムダス-RXの導入に
より、処理効率は手作業の120頭/時から140頭
/時に向上し、また５名の作業員を省人化でき
るようになった。
メンテナンスについては、作業後の洗浄や

消耗部品の交換は簡単にできるという。また、
トラブルが生じた場合、前川製作所は遠方監
視を通じてトラブル原因を特定することがで
きる。

3　導入時の工夫
ハムダスの導入は欧州の大規模な食肉加工

場が先行している。こうした工場は主に業務
用向けの加工を行っており、除骨ロボットに
ハイスピードでの処理を求めるという。一方、
スターゼンは主に家庭用向けの加工を行って
いるため、歩留り率と切り口の形状等外見に

高齢化や人手不足への対応を行うため、食
肉加工場の効率化や省人化を進める必要があ
る。そこで、自動化設備の導入に積極的で、
2017年１月に国内で初めて豚もも肉自動除骨
ロボット「ハムダス-RX」を導入したスター
ゼンミートプロセッサー株式会社（以下「スタ
ーゼン」）の青森工場三沢ポークセンターでの
取組みを紹介する。

1　スターゼン・三沢ポークセンターの概要
スターゼンは三沢ポークセンター（青森県

三沢市）を96年に開設した。14年３月に増改築
し、同社の県内２か所の豚肉加工施設を三沢
ポークセンターに集約した。現在、１日当た
りの最大処理可能な豚枝肉頭数は2,300頭で、
国内最大級の加工場である。
三沢ポークセンターは、三沢市食肉処理セ

ンター（と畜場）と連結しており、と畜と加工
が一体化した施設である。食肉の安全や品質
管理については、国際認証規格であるSQF
（Safe Quality Food）を取得しているほか、流通
のトレーサビリティも生産履歴情報システム
によって把握できる。なお、豚の集荷は青森・
岩手・秋田がほとんどで、「美保野ポーク」「秋
田純

じゅんすいとん

穂豚」等の銘柄豚も多い。販売先は主に
国内の卸売や、関東以北のスーパー向けであ
る。
現在、三沢ポークセンターは約250名の社員

を雇用している。熟練者の人材確保の困難さ
が増すなかで、効率化と省人化のため、スタ
ーゼンは前川製作所の豚もも自動除骨ロボッ
ト「ハムダス-RX」を導入した。

研究員　趙　玉亮

スターゼンミートプロセッサーにおける自動化設備導入

農林中金総合研究所 
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なく、他の最新鋭の設備も
積極的に取り入れている。
14年４月に当時としては初
めて、国内食肉加工場で冷
蔵自動搬送倉庫を導入し
た。
同冷蔵庫は1.1万ケースの

保管能力を有している。異
物検査や梱包が終了した後
の商品は、自動的に入庫さ
れ、また出荷時に商品を冷
蔵庫からトラックまで自動
的に搬送することができ
る。
また、コンピューターシ

ステムで管理され、分類や
保管、棚卸し等に伴う作業を行う必要がない
ため、省人化の効果が大きい。
さらに、従来の冷蔵庫では商品をパレット

に積む形で保管していたため、商品が重なる
と冷却にバラツキがあった。導入後は、１ケ
ースずつ離して保管することで、より均一で
スピーディな冷却が可能となり、食肉の品質
向上につながる効果もあるという。

5　今後に向けて
スターゼンとメーカーが連携し、改良・工

夫を重ねたことで、国内初のハムダス-RXの
導入を実現できたことは、非常に有意義であ
る。
今後、スターゼンは他の部位の処理工程の

自動化も進めたいと考えている。食肉加工ラ
インの自動化は難度が非常に高いが、労働力
不足の重要な解決策として、今後の導入の進
展を期待したい。

（チョウ　ギョクリョウ）

関する品質も重視している。
そこで、スターゼンは導入に向けて、前川

製作所と連携し、１年半かけて欧州仕様から
主に２点の改良・工夫を行った。
まず、投入後にもも肉の厚みを測定し、Ｘ

線装置で縦と横方向の骨位置を解析、骨の位
置をより正確に捕えることでカットの精度を
さらに高めた。
また、欧州仕様では、もも肉と大腿骨の分

離を自動化しているが、スターゼンは、この
最終分離工程を人手で実施している。それに
よって、歩留まり率が向上し、欧州と比較し
残肉量が40％ほど減少したという。
このように、ハムダス-RXは、熟練な作業

員とほぼ同等の歩留り率をクリアしたうえで、
一定の省人化効果も実現した。また、つり下
げ状態での加工は、まな板との接触がないた
め、衛生面の改善にも寄与している。

4　冷蔵自動搬送倉庫システムの導入
ポークセンターでは、除骨ロボットだけで

① もも肉はコンベアで投入される ②ロボットアームでつかみ、つり下げる

③ X線ユニットでサイズや骨の位置等を
測定する

④ 3台の多関節ロボットアームで筋入れを
行う

ハムダス-RXの除骨工程（写真：スターゼン提供）

農林中金総合研究所 
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〈レポート〉農林水産業

取締役基礎研究部長　清水徹朗

宮古島と石垣島の農業 ─ 環境変化への対応と発展動向 ─

48千人であり、それぞれ沖縄県全体（143万人）
の3.6％、3.3％である。
両島とも農業が盛んであり、農地面積は宮

古島市10,800ha、石垣島市5,390haで、この２市
で沖縄県全体の42％を占めており、また農業
生産額は26％を占めている。宮古島と石垣島
は美しい海を有する観光地であり多くの観光
客が訪れるが、農業が島の経済を支えている。

3　宮古島の農業―沖縄最大のサトウキビ産地―
宮古島には山地がなく（最高標高115m）、島

の面積の過半は農地であり、就業人口全体の
４分の１が農業に従事している。農家戸数は
5,094戸、経営耕地面積は8,038haであり、１戸
当たり1.6haと比較的大きい（15年農業センサ
ス）。ただし、平均世帯員数は2.3人で、副業
的農家が販売農家の６割を占めており、高齢
者のみの農家が多くある。
15年における宮古島市の農業生産額は146

億円であり、10年前に比べて21.2％増加した。
このうちサトウキビ（71億円）が最大であり、
宮古島は沖縄県最大のサトウキビ生産地域で
ある（県全体の４割を占める）。サトウキビの生
産量は、害虫対策、株出しの増加、機械収穫
率の上昇等により低迷から脱し増加に転じて
いる。肉用牛はほとんどが繁殖経営であり、
子牛価格の上昇により生産額（33億円）が増加
した。野菜はゴーヤ、とうがん、カボチャが
主であり生産額（14億円）は横ばいである。宮
古島では近年マンゴーに力を入れており、生
産量（14年760トン）は10年間で3.3倍になり、ま
た葉タバコの作付面積（563ha）は県全体の６割

筆者は2004年９月に「沖縄の農業―その変
化と現状―」というレポートで沖縄農業の実
態と課題を論じたが、昨年10月に久しぶりに
沖縄（宮古島、石垣島）を訪問する機会を得た。
この10年間で沖縄の農業がどう変化したのか
を宮古島と石垣島を中心に見てみたい。

1　沖縄農業の10年間の変化
15年において沖縄県の農家戸数は20,056戸

（10年前比△20.9％）、農地面積は38,600ha（同△
1.8％）、農業生産額は935億円（同3.3％増）であ
り、農家戸数は全国と同様に減少を続けてい
るが、農地面積の減少率は小さく、農業生産
額は増加している。生産額の内訳は、肉用牛
187億円（20.0％）、サトウキビ162億円（17.3％）、
野菜122億円（13.0％）、豚120億円（12.8％）、花
き107億円（11.4％）、果実57億円（6.1％）であり、
近年、肉用牛やマンゴーが成長し、サトウキ
ビも一時の低迷から脱し回復している。
また、沖縄県でも農業者の高齢化が進行し

ているが、サトウキビの機械収穫率はこの10
年間で35.2％から67.0％まで上昇しており、近
年、新規就農者数が増加するなど、沖縄の農
業は変化に対応し着実に発展している。

2　宮古島と石垣島の概況
宮古島は那覇から290km、石垣島はさらに

130kmの距離にあり、石垣島からは那覇より
台湾（280km）のほうが近い。面積は宮古島159 
km2、石垣島222km2であり

（注）
、両島を合わせて

沖縄本島（1,207km2）の３割程度であるが、人
口は宮古島市（伊良部島を含む）51千人、石垣市

農林中金総合研究所 
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を占めている。
宮古島には夏秋に台風が到来し雨量が多い

が、琉球石灰岩から成る土壌「島尻マージ」
は保水性に乏しいため、かつては干ばつに悩
まされていた。そのため79年に地下ダム（地下
にコンクリートの壁を作り地下水をため込む装

置）を建設し、農業用水、生活用水を確保して
いる。

4　石垣島の農業―肉用牛生産の発展―
石垣島の面積は宮古島より４割大きいが、

山地があるため農地面積は宮古島の半分程度
である。また、農家戸数（823戸）は宮古島の６
分の１であり、農家１戸当たりの経営面積は
3.2haと大きい。
15年の農業生産額は101億円であり、05年に

比べて8.7％増加した。このうち肉用牛（59億
円）が６割近くを占めており、石垣島の農地の
４割が牧草地である。「石垣牛」のブランドを
確立しているが、島内では繁殖経営が主であ
り、石垣牛の生産は需要に追いつかない状況
であるという。サトウキビ生産も盛んであり、
その栽培面積は農地の３割を占めるが、生産
量は宮古島の４分の１程度である。また、石
垣島ではパイナップル生産も盛んであり（87ha、
沖縄県全体の３割）、石垣島の米（栽培面積426ha）
は超早場米として知られている。
石垣島の土壌は酸性で肥沃度が低い「国頭

マージ」であり、排水性が悪く（水が浸透しに
くい）土壌流出を起こしやすいため、雨が降る
と農地から赤土が海に流出しサンゴ礁劣化の
要因になっていると指摘されている。そのた
め「赤土等流出防止条例」を制定して公共事
業や農業生産等において対策がとられてきた

が、赤土問題が完全に解決したわけではなく、
さらなる対策が求められている。なお、石垣
島には山地があるため河川が流れており、島
内に５つのダムを作って農業用水、生活用水
を確保している。

5　急増する観光客と農業との調和
宮古島や石垣島には美しい海があり、多く

の日本人は沖縄をリゾート観光地と捉えてい
る。しかし、そこでは多くの人々が生活して
おり、特に農業とその関連産業には多くの島
民が従事し、農業は両島にとって最も重要な
産業である。
16年に沖縄県を訪れた観光客は861万人で

過去最高を更新しているが（10年間で53％増）、
増加の最大の要因は外国人の急増である。観
光客のうち外国人が208万人（うち台湾・中国・
韓国が７割、クルーズ船72万人）であり、この10
年で10倍に増加した。石垣島（118万人）、宮古島
（51万人）の観光客も増加しており、今回両島
を訪れて驚いたのは台湾、中国からのクルー
ズ船である。夏には約２千人を乗せたクルー
ズ船が毎朝到着し、観光客は買い物と観光を
して夕方帰っていく。その対応でタクシー需
要が増加するなど島の経済は活性化しており、
「インバウンド需要」が如実に現れている。今
後、これらの人々が島に宿泊する可能性があ
り、両島ではホテルの建設が進んでいる。
中国や台湾の人々にとっては、美しいサン

ゴ礁に囲まれた島に比較的低料金で行けるこ
とは魅力的であり、今後さらなる増加が見込
まれている。サンゴ礁は貴重な観光資源であ
り、サンゴ礁の保全と農業生産をどう調和さ
せていくかが課題になっており、今後、赤土
対策の費用負担方法も含めた検討が必要であ
ろう。

（しみず　てつろう）
（注）石垣島の西にある西表島は、面積（290km2）は石
垣島より大きいが、人口は 2千人程度である。
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〈レポート〉農林水産業

主席研究員　平澤明彦

次期EU共通農業政策（CAP）の構想と背景
─ 加盟国の裁量拡大と成果重視 ─

リーニングなどの各種規制による負荷を削減
して費用対効果を改善し、かつ諸目標の達成
を確実にする必要があると指摘された。
次期CAP改革においては、財源対応も大き

な課題である。英国のEU脱退によりEUの財
源は最大数％程度縮小の見込みであり、その
一方で難民や気候変動などEUが取り組むべき
課題は山積している。CAPの予算を最大限確
保するためには非農業部門から要請のある農
業の多面的機能を重点化せざるをえない。ま
た、欧州統合に反対する政治勢力の台頭もあ
り、EU機関は市民との対話拡大を打ち出して
いる。今回のCAP概要提案も、CAP自体の今
日的意義を説明するのに多くの紙数を割いて
おり、また家族農業経営、食料安全保障、農
業の多面的機能、農業には完全な貿易自由化
には耐えられない部門があることなど、EU農
業・農政の基本的なあり方を再確認する表記
や記述が随所にみられる。さらにイラストを
多用するなど従来とは異なり広くEU市民に対
して開かれた議論を目指している。
農業の多面的機能のなかでも、気候変動へ

の対応は重要性が増している。COP21（気候変
動枠組条約第21回締約国会議）で採択されたパ
リ協定の履行はEUの対外的な約束事項であ
り、また、国連の持続可能な開発目標（SDGs）
も気候変動への具体的な対策を求めている。
農業者はEUの土地面積の半分近くを管理して
おり、自然資源管理、炭素吸収源、再生可能
資源などの面で貢献が期待されている。

2　概要提案の主な内容
こうした情勢の下、CAP概要提案はCAPの

EUでは2021年から共通農業政策（CAP）の次
期改革を実施する予定である。EUの行政当局
である欧州委員会は17年11月29日に改革の概
要提案「食料と農業の未来」（The Future of 
Food and Farming）を公表した。その背景と内
容について紹介したい。

1　次期CAP改革の背景
次期改革の背景としては農産物の国際価格、

2013年CAP改革への反動、英国のEU離脱によ
る財源難、気候変動問題が挙げられる。
かつてEU域内の農産物価格は国際価格より

高く維持されていたが、07年以降の国際価格
高騰により多くの品目で内外価格差が解消し、
域内価格は国際価格に連動して乱高下するよ
うになった。そのため価格変動リスクへの対
処や、内外市場におけるEU農産物の非価格競
争力が相対的に重要度を増した。また、異常
気象による減収等のリスクも増大している。
CAPの現行政策（2014-20年）を定めた2013年

のCAP改革では、直接支払制度が大幅に改正
された。直接支払いの環境親和化が進められ
た（グリーニング）うえ、農業者の受給額の過
去実績方式は原則として廃止され、加盟国
間・予算費目間・農業者間で各種の予算再配
分がなされた。加盟国の間には「改革疲れ」
が広がり、特にグリーニングは事務負荷が過
大でかつ環境保全上の効果は薄いと批判され
た。そのため、欧州委員会が17年前半に実施
した次期CAP改革に関する意見招致（public 
consultation）の主題は「CAPの現代化と簡素
化」であった。EU全体の制度効率化を目指す
別途の取組み（REFIT）においても、CAPはグ
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基本的な枠組みを維持しつつ、施策の提供方
法ないし目標の実現方法（delivery model）を刷
新するという方針を打ち出した。その主な要
素は加盟国の裁量拡大と、成果重視の２点で
ある。EU共通のルールはEUレベルの目標設
定や施策の大まかな形態、基本的要件など最
小限にとどめ、特に事前の詳細規定などを簡
素化する。これにより各国が自らの実情に合
った政策をとりやすくするのと同時に、加盟
国の管理・説明責任を拡大する。各国（ないし
地域）はEU共通の目標に向けて直接支払い・
市場施策（第一の柱）と農村振興政策（第二の柱）
の両方を含むCAP戦略計画を策定し、欧州委
員会がそれを審査・承認する。
直接支払いのグリーニングについては、グ

リーニングと重複感のあったクロスコンプラ
イアンス要件、そして農村振興政策の環境・
気候変動対応支払いまでを包括したうえで新
たな枠組みに置き換える。その構成は、基礎
的な施策とそれに上乗せされる任意参加の施
策の二つからなる。そのうち前者は所得支持
（のための直接支払い）の受給要件となり、また
後者は取組みの難易度によりさらに二段階に
分かれる。加盟各国はこれらを組み合わせて
施策を策定する。報道によれば、欧州委員会
は加盟国が環境上のEU共通目標を達成できな
かった場合の制裁措置を設ける方針である
（Agra Europe, 5 Dec 2017）。
また、直接支払いについては所得支持を真

に必要とする農業者への重点給付も検討する。
現状は上位２割の大規模農業者が総額の８割
を受給しており、不公正であるとの批判があ
る。方策の具体例としては、受給上限額の設
定義務付け、逓減的支払い（累進減額）、中小
規模農業者向けの「再分配支払い」の強化、
農業に生計を依存している農業者への給付重
点化が挙げられた。一方、加盟国の間には直
接支払いの平均面積単価に格差があるため、

その縮小をさらに進める方針である。
なお、概要提案は明言していないが、これ

らの直接支払制度の見直しは、公共財の提供
ないし所得支持の必要性に応じて重点的な対
象者を絞り込むので、CAP予算が削減された
場合の適応策として機能する可能性もある。
それ以外に強化の方針が示されている政策

分野は、イノベーション・知識・普及、リス
ク管理（所得安定化基金や保険）、世代交代の促
進、フードチェーンにおける農業者の地位向
上とそのための生産者組織の役割拡大などで
あり、また各種政策の財源調達を多様化する
金融的手段（融資、信用保証など）である。

3　施策の具体化へ向けて
2013年のCAP改革はグリーニング支払いを

導入して直接支払いの環境要件を強化した
が、次期改革はそれを効率的・効果的に機能
させるための軌道修正とみることができよう。
加盟国の裁量拡大は、多様化した加盟国の

個別実情にかなう政策の実現に貢献しそうで
あるが、加盟国間の公平性や欧州共通市場に
おける競争の平等性に影響はないのか、EU共
通政策の弱体化につながる懸念はないのか、
各国独自の立案や結果責任の強化によって事
務負荷が増大することはないのかといった論
点が指摘されている。今後、政策を具体化す
る議論のなかで検討が進むであろう。
今後の日程は、21年以降のEU多年度財政枠

組み（MFF）に関する提案が18年５月に、次期
CAP改革の詳細を定める法案がその後夏まで
に提出される予定である。次期CAP改革の21
年実施に向けて19年中の法案成立が望ましい。
ただしMFFは現在進行中の英国離脱交渉に影
響を受けるうえ、19年には欧州議会選挙と欧
州委員会の交代が予定されているため、CAP
法案の成立は遅くなる可能性もある。

（ひらさわ　あきひこ）
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〈レポート〉農林水産業

主任研究員　田口さつき

歴史からたどる漁業制度の変遷 その3
─ 旧漁業法の詳細 ─

定置漁業は定位置に漁網などを敷設するも
ので施行規則には７種類が列挙されている。
そして、区画漁業は一定の区域で行う養殖業
が３種類、特別漁業は追込場など一定の場が
必要となる漁業で９種類挙げられている。①
～③は、旧漁業法第３条に定められたもので、
特定の設備が必要であるか、他の漁業権者を
受け入れる余地のない漁業である。漁業を行
うために必ず免許が必要となり、個人もしく
は漁業組合が出願できた。
これに対し、④の専用漁業は多数の漁業種

類が存在し、複数の人々が同じ水面で漁業を
することが可能である。そこで、旧漁業法で
は専用漁業権を漁業権者が専ら特定の水面を
排他的に利用できる権利とした。
専用漁業権は、慣行専用漁業権と地先水面

専用漁業権に分かれる。前者は、従来、水面
を専用していたという慣行に基づき、免許さ
れた。これに対し、後者は地元の漁業者たち
を代表する漁業組合のみが免許の対象だった。
地先水面専用漁業権は、①～③以外であれば
複数種類の漁業を行うことができるが、「漁業
組合に於

お

いて其
そ

の地先水面の専用を出願した

1　鍵を握る漁業種類の分類
1901年（明治34年）成立の漁業法（以下「旧漁

業法」）とそれに付随して成立した漁業法施行
規則（以下「施行規則」）は、その後の日本の漁
業取締りのための基本的な枠組みを示した。
旧漁業法で特筆すべき点は、免許制の導入

である。同制度は、免許を持った人のみが特
定の漁業を行うことができ、その免許は行政
官庁が統制することで、漁場紛争の予防や紛
争処理などが可能となるという考えに基づい
ていた。このように免許制で政府が漁業取締
りに関与することは、旧漁業法の第１次法案
（村田案）から打ち出されていた。しかし、事
は簡単ではなく法案の審議過程では、「どの漁
業を対象にするか」について、試行錯誤の跡
がうかがえる。これは、水産動植物の生態お
よび漁業種類の把握と分類がきちんとできて
いないと法の実効性が保たれないため、重要
な検討事項であった。
漁業種類の分類は、第１次法案では、区画

漁業といった言葉はみられるが、詳細は不明
であった。検討を重ねた末、旧漁業法では「免
許漁業」と「許可漁業

（注）
」という制度的な分類

と、それぞれの内容が詳細に定められた。

2　漁業種類の分類の詳細
免許漁業には、①定置漁業、②区画漁業、

③特別漁業、④専用漁業が含まれる（第１図）。
いずれも出願に基づき、出願者に「漁業権」
が免許される。同権利は、当時の農商務省の
役人であった熊木治平によると「公有水面で
他人を排斥して或

ある

特定の漁業を為
な

すことの出
来る権利」である。免許の期間は20年だった。

免許漁業

許可漁業 施行規則56条

第3条

第4条

①定置漁業

資料　筆者作成

第1図　旧漁業法の漁業種類の分類

②区画漁業

③特別漁業

④専用漁業
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るときは行政官庁は漁業の種類を限定して免
許を与えることを得」（旧漁業法第５条）と、漁
業種類は限定された。
なお、許可漁業は、旧漁業法第13条を根拠

に施行規則に列挙された５種類の漁業であり、
藻手

てぐりあみ

繰網など特定の漁具を使用するものであ
る。漁業取締りと植物の繁殖保護のため、地
方長官の許可を通じて参入者数を調整するこ
ととされた。許可を受けた者が受ける鑑札は
売買などの処分はできなかった。

3　免許漁場の確定
他の漁業を排斥できる免許漁業では、漁場

の確定が権利の実現のために重要な意味を持
つ。
そのため、漁業権の免許を受けようとする

者は出願時に願書と漁場図の正副２通を行政
官庁に提出することが定められた。なお、漁
場の測定方法、漁場図の作成方法も農商務省
が告知した。
さらに「漁場の標識とは漁場即ち漁業権実

行の区域を明らかに示して他人の侵入を防ぐ
目標である。従来は多くは樹木とか、島

とうしょ

嶼、
岬
こう

角
かく

とか、三峰嶺角の如きものを持って漁場
の区域や位置方位を知るの目的としておった。
それで其の目標の不明なるために往々紛議を
持ち上げたことがある」（熊木（1902））ため、
標識の設置を行政官庁は漁業者に命ずること
ができた（旧漁業法第11条）。

4　漁業権で認められたこと
政策立案者によって漁業権は、「一種の財産

権」と考えられていた。そのため、旧漁業法
第７条では、「漁業権は、相続、譲渡、共有及
び貸付の目的と為すことを得」とされた。「但
し、地先水面専用の漁業権を処分するは行政

官庁の認可を受くることを要す」と、自由に
処分できなかった。これは、地先水面専用漁
業権は、免許される漁業組合の「組合員に取
りては重要なる権利の処分を自由に任すが如
きは当

は じ め

初免許を与えた漁村維持の趣旨」（熊木
（1902））に反することだからだ。
ところで、多くの漁業組合は特定の漁場利

用の慣習があっても地先水面専用漁業権の出
願をした。それは、「慣行専用漁業権はいった
ん免許されると漁業種類の増加や漁場区域の
拡張が不可能」（平林・浜本（1980））だったから
だ。
旧漁業法は制定後から見直しを求める意見

がでた。その一つは、漁業権には抵当権が認
められていなかったことへの不満であった。
設備投資のための資金獲得に向け、漁業権を
抵当権とすることへの要望は強く、明治43年
の改正により漁業権は物権と明文化されたの
である。

　＜参考文献＞
・ 熊木治平（1902）『漁業法早わかり』豊国新聞社
・ 檜垣淳三九（1902）『漁業法正解』水産法令研究会
・ 平林平治・浜本幸生（1980）『水協法・漁業法の解説』漁
協経営センター出版部

（たぐち　さつき）
（注）免許漁業と許可漁業に属さない漁業は自由漁業
と呼ばれた。

地先水面専用漁業権の漁場図の一例
　檜垣淳三九（1902）『漁業法正解』より
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〈レポート〉農漁協・森組

主席研究員　重頭ユカリ

静岡県JA遠州夢咲の農業融資渉外

日）の訪問、支店や融資センターへの取次分も
含め農業融資の年間獲得３億円（初年度は２億
円）を掲げた。数値目標を掲げはしたものの、
金融部長としては、利用者から「JAが必要だ」
と思ってもらえることが何よりも重要との気
持ちもあった。
従来の担い手金融担当も引き続きリストア

ップした担い手を訪問する活動を続けており、
担当と農業融資渉外が同行訪問することもあ
る。加えて、農業融資渉外は、これまで訪問
が手薄だった農業法人や新規就農者も重点訪
問先とすることにした。

3　対応には他部門との連携が不可欠
農業融資渉外によれば、１回目の訪問では

着任の挨拶をすればよかったが、２回目から
何を話せばよいのかが分からなくなったとい
う。経営が順調な先ほど資金面の問題がない
ため、金融の話が出ることはなく、せっかく
時間をもらっても会話が続かないことに焦り
を感じたのだという。
そこで、農業について少しでも知ろうと、

知り合いの農家で農作業を体験したり、経済
事業を担当する農業振興部の職員に情報を聞
いたりして、「今、農作業の方はどうですか」
といった会話ができるようにした。そうした
会話のなかで、次の訪問時に、自分から情報
提供する内容を探すように努めた。
経済渉外や営農指導員が同行訪問してくれ

れば、農業融資渉外としては助かるが、同行
者に何もメリットがなければ、同行を頼みに

1　想定よりも低かったCS調査での評価
静岡県のJA遠州夢咲では、2007年度から、

担い手への対応強化を図っていた。具体的に
は、以前から農業者の借入相談に対応してい
た14支店の係長14名と４か所の融資センター
の融資渉外６名の合計20名を担い手金融担当
とした。そして、リストアップした担い手を
定期的に訪問することとした。
しかし、15年度に実施したメイン強化先向

けCS調査で、信用事業職員の訪問頻度や訪問
担当者に関する満足度は、JAの想定よりも低
いという結果が出た。これを受け、担当者が
農業について十分な情報提供をしない状態で
訪問しても、担い手からの評価は得にくいと
考え、取組みを見直すこととした。

2　2016年 4 月に農業融資渉外を設置
同JAでは本店金融推進課に農業融資専任の

渉外を置くことを検討し、16年４月に農業融
資渉外１名を設置することとした。担当者に
は、担い手金融担当のなかから、やってみた
いと手を挙げた女性職員を選任した。
設置にあたっては、農業融資渉外活動要領

を制定した。同要領には、主な活動内容とし
て、農業を営む法人・個人に定期的な訪問活
動を行い、経営方針等の情報収集や農業資金
等の資金対応を行うこと、経済渉外、営農指
導員、融資渉外等JA内部だけでなく県の中央
会や信連などの系統団体との情報交換や同行
訪問等の連携を行うことなどを挙げている。
数値目標としては、月60件（１日４件×15営業
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くくなる。そのため、訪問時には肥料や資材
の仕入先を聞くなど、少しでも他部門の取引
につながる情報を得るようにしている。
訪問先の情報は、活動報告として記録し、

支店や営農経済センターにも回覧する。他部
門の対応が必要になるものについては、口頭
や電話で内容を伝えたうえで、引継一覧表に
記載し、どのような対応がなされたかも記録
する。同様に、他部門から対応を要請された
内容も、引継一覧表に記録する。記録は、農
業融資渉外の活動が、他部署との連携のうえ
に成り立つことを「見える化」するのに役立
っている。17年度からは、農業振興部の目標
項目に「農業融資の紹介」が盛り込まれ、一
層連携しやすい体制となった。

4　担い手の要望に応えるための模索
農業法人の訪問は、静岡県の担い手サポー

トセンターの活動開始と同時期に始め、最初
はサポートセンターと同行訪問した。16年10
月頃までにはリストアップした農業法人を一
通り訪問した。しかし、訪問時に出された要
望や課題にどのように対応すればよいかが分
からず、成果をなかなか出せなかった。
そうしたなか、ある農業法人から、経営診

断をしてほしいという要望が出た。経営診断
と言われてもどのようにすればよいか分から
なかったため、経営診断に関する勉強会を静
岡県信連に依頼した。そのうえで、同法人の
３期分の経営指標分析結果を用いた提案会を、
同JAの農業振興部や静岡県信連、担い手サポ
ートセンターの参加も仰いで開催した。この
提案会は、法人にも喜んでもらうことができ
た。
もう一つ、手ごたえを感じた取組みは、JA

バンク静岡のアグリサポートプログラムの活

用である。同プログラムの親元就農支援は、
農家子弟が農業を継ぐ場合の公的支援の少な
さを補うために設けられ、後継者の研修等に
かかった費用を助成するものである。訪問先
の農業法人から資格取得についての要望が出
たことをきっかけに、この支援の活用を思い
立ち、部会員向けの研修会を農業振興部と共
催することになった。他の担い手にも視察研
修への活用を提案するなどして、支援を活用
できた担い手に喜ばれた。また、担い手との
関係強化ができたことは農業振興部にも喜ば
れ、三方よしの結果となった。

5　情報共有が取引にもつながる
農業融資渉外は、初年度の具体的な成果は

それぐらいだと話すが、農業関連資金の取次
ぎ35件２億6,600万円と、それ以外の取引も獲
得している。17年４月からは、農業融資渉外
は１名増員の２名となり、上期中に前年度実
績の692回を上回る、796回の訪問を行った。
農業融資渉外の設置前から他部門との情報共
有は行われていたものの、現在は以前より活
発になり、17年度上期には、他部門からの情
報提供は139件、他部門への情報提供は88件と
なった。
農業メインバンクの取組みを強化するにあ

たり、多くのJAでは、部門間や系統団体等と
の連携強化が重点事項となっている。JA遠州
夢咲では、訪問先の担い手の要望に農業融資
など金融部単独で応えられるものは少なく、
対応するためには部外の応援を仰ぐしかなか
ったという。しかし、担い手の要望に応えた
いという思いが、連携強化につながり、取引
にも結びつくという好循環をもたらしている
と考えられる。

（しげとう　ゆかり）

農林中金総合研究所 
http://www.nochuri.co.jp/



農中総研　調査と情報　2018.1（第64号）24

〈レポート〉農漁協・森組

在は営農経済部として機能している（写真１）。
営農相談センターの開設、営農経済部の設

立以降、肥料や農薬といった資材の購入に宗
金GCを利用する組合員は増加している。かつ
ては一日に数人であった来訪者も、現在では
繁忙期には数十人が訪れるという。
また、利用者層も変化している。それまで

は資材庫しかなかったため、大型規格の肥料
など、購入する商品が明確な利用者がほとん
どだったが、現在は営農経済部で営農相談を
して、そのまま宗金GCで生産資材を購入する
小規模農家が多い。なかには、農家に嫁いで
初めて農業をするので何も分からない、と相
談に来る利用者もおり、地域の多様な農業の
あり方を支える拠点となっている。
こうした取組みは、営農経済部や宗金GCを

利用する組合員の利便性の向上にとどまらず、
JA内部での業務の効率化にもつながってい
る。例えば、組合員の多くは最初の営農相談
窓口あるいは資材購入の窓口として、JAの各
支所を利用している（支所にも資材置き場があ

各地のJAでそれぞれの地域に合わせた営農
経済事業の自己改革が進められている。
紹介するJAあしんは、営農相談機能を充実

させることで自己改革を進めるJAであり、そ
の目的のために新たに設立された「営農経済
部」の取組みを報告する。

1　営農指導と資材購買の一体化
JAあしんは岡山県北西部の新見市を管内と

している。2017年４月に自己改革の一環とし
て機構改革がおこなわれ、営農指導を担当す
る「農畜産部」と生産資材の購買を担当する
「経済部」が統合する形で、「営農経済部」が
新設された。
それまで農畜産部は本店内に、経済部は本

店から車で５分ほど離れた資材庫兼配送セン
ターの敷地内に設置されていた。このため、
組合員が栽培方法や病虫害など営農に関して
相談事があった場合、まず農畜産部に行って
営農指導を受けていた。そして、そこで勧め
られた生産資材を経済部まで購入あるいは注
文しに行く必要があった。
JAあしんでは、営農相談と資材購買が一体

化することによる利便性の向上のみならず、
連携強化によってJAの営農相談機能を充実さ
せることを目的に営農経済部を設立した。
16年４月、経済部の隣に「宗金グリーンセ

ンター」（以下「宗金GC」）を設立した際、１年
後の統合を見据えて農畜産部も同じ敷地内に
移転させ、経済部と一体化した「営農相談セン
ター」も設置した。これによって営農指導と
資材購買の一元化が図られることになり、現

研究員　長谷　祐

JAあしん「営農経済部」の取組み
─ 営農相談のワンストップ化を目指して ─

写真 1　 「営農経済部」のある宗金グリーンセンター
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る）。相談内容や生産資材の種類によっては支
所で対応しきれないことがあり、そうした場
合、支所職員はこれまで、農畜産部や経済部
に問い合わせなければならなかった。現在は
営農経済部に問い合わせれば、組合員の要望
に対して「どんな資材が必要で、それが今倉
庫にあるかどうか」を知ることができるため、
即応性が増している。

2　農業経営事業で地域農業の維持に貢献
JAあしんがおこなう営農経済事業改革のも

う一つの目玉は、農業経営事業、つまりJAに
よる農業の直接経営である。
この取組みの背景には地域の高齢化と人口

減少、農業の担い手不足が挙げられる。管内
に集落営農組織や大規模な担い手も存在する
ものの、それでも地域からの農地の貸出希望
に応えるには不十分なのが現状である。そこ
で、JAみずからが農業の担い手となって農地
の受け皿となるため、農業経営事業に乗り出
した。
この取組みのもう一つの目的は、営農指導

の質的向上を図ることである。営農経済部の
職員に実際の農業生産をさせることで、知識
だけでなく経験に基づいた営農指導を可能に
している。
16年に畜産事業を開始して以降、水稲作、

園芸作とその事業の範囲を拡大している。農
地の受け皿としての役割が特に期待されてい
る、水稲作事業について紹介しよう。
JAあしんでは、営農経済部内の「農業経営

センター」が水田の貸し借りや作業受委託に
関する窓口となっている。ここで貸出の希望
が出た農地については、まずは借受けを希望
する地域内の法人や大規模な担い手に優先的
に貸し出される。他方、山間部などの条件不
利地で受け手が見つからない農地については、
JAが受け皿となって耕作を続けている。

JAでも引受けに際しては、ほ場整備が完了
していることや面積など一定の条件を課して
はいるものの、集まる水田は山際の不整形田
が多くなる（写真２）。
そこで、JAあしんでは、引き受けた水田の

一部に小豆を作付け、水田活用の直接支払交
付金も利用しながら事業を展開している。
JAというセーフティネットがあることで、

水稲作の継続に不安を抱える高齢の組合員に
も安心感を与えているという。

3　あらゆる相談の窓口として
JAあしんの営農経済部での取組みを一言で

まとめるならば、「営農相談のワンストップ化」
ということになるであろう。組合員が自身の
農業について困ったことがあれば、営農経済
部が一括してその相談を受け付け、対応でき
る体制がとられている。
それは栽培や生産資材についてだけではな

く、農地の貸し借りも含めて、まさに「営農
に関する相談」をすべてワンストップで営農
経済部が引き受ける、ということである。
組合員の相談に、時に支えるサポーターと

して、時に同じプレーヤーとして向き合い、
共に地域農業の維持発展に貢献していく姿勢
を、そこに見ることができる。

（ながたに　たすく）

写真 2　 JAあしんが農業経営事業を展開するほ場
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での買参権を有するジェファは、産地仲買人

として買取りを行い県内向け流通に直接関与

するとともに、魚価の下支えに貢献している。

買取販売開始後、かなざわ総合市場の取扱量

は年12,000トン前後、全体のキロ平均単価は

450円～500円超で堅調に推移しており、特に

2016年度の平均単価は527.6円と高値を記録し

た。また、産地仲買人数は、40から50のまま

で変動は小さいものの、経営規模の較差が拡

大して寡占化が進み、結果として取引活動が

鈍っていた市場を活性化させる役割もジェフ

ァは担った。

金沢は流通上集散地としての側面を持つた

め、大消費地への販売を強化するという路線

を選択することもあり得たはずである。しか

し、第１図に見るように金沢市の１世帯当た

全国の「浜の活力再生広域プラン」（以下「広

域浜プラン」）を俯瞰すると、流通販売網と諸

施設それぞれの広域的集約再編に取り組むも

のが多い。今回は１県１漁協を基礎としつつ、

いずれの課題にも取り組む石川県漁協の広域

浜プランを取り上げる。

1　 流通販売網の再編
―「朝セリ」を通じた県産水産物の県内流通

強化―

まず、流通販売網再編の中心となるのは、

金沢市に所在する産地市場であるかなざわ総

合市場への漁獲物の集約化と、それによる県

産水産物の県内流通の強化である。

県内の定置網の漁獲物に関して、以前は、

当日水揚げの出荷が金沢市中央卸売市場での

深夜２～３時のセリには間に合わないことか

ら、鮮度を重視する生産者や地理的に金沢市

との距離がある地区の生産者は、これを嫌っ

てしばしば富山県氷見市に出荷していた。こ

れに対して、県漁協は大手卸売業者である石

川中央魚市（株）と連携して、主に県産定置物

を対象に「朝セリ」を開始し、県内流通の拡

大に取り組むこととなった。この朝セリでは、

かなざわ総合市場は集荷の役割を担い、セリ

自体は消費地市場である金沢市中央卸売市場

で行われる。

さらに、朝セリと相補的に行われているの

が、石川県漁協の子会社である（株）ジェファ

による買取販売である。金沢市中央卸売市場

研究員　亀岡鉱平

流通販売網と氷供給網の広域的集約化
─ 石川県広域浜プラン ─
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第1図　1世帯当たりの生鮮魚介支出金額と
購入数量（全国・金沢市）

資料　総務省「家計調査年報（家計収支編）」各年
（注） 二人以上の世帯。
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というものである。矢田新支所を製氷拠点に

する計画は、元々以上のような課題を抱えて

いたところに、広域浜プランがタイミングよ

く開始されたため着手に至ったものである。

新しい製氷施設は日産20トン、貯氷能力416ト

ンの施設として17年10月に工事が着工したと

ころであり、18年３月の完成が待たれる。

3　それぞれの課題への対応に向けて

石川県漁協の広域浜プランでは、いずれの

取組みでも元々あった取組みないし課題とプ

ランがうまく合致している。しかし、同時に

解決を図るべき課題も明らかになりつつある。

販売面に関しては、ジェファにおける人手

不足の問題が発生している。ジェファは売上

高10億円超の有力仲買人にまで成長したが、

事業の拡大に見合った人員の確保が追い付い

ていない。現在ジェファの鮮魚買取業務は７

人体制で行われているが、①取引の時間に合

わせて１日２回の出勤が必要なうえに、漁模

様に応じて勤務時間の変動がある厳しい業務

であること、②１年間のなかで繁閑の差があ

るうえ、県漁協、信漁連等で人事を共通化し

ているゆえに、ジェファ独自で人員を調整す

るのが難しいことといった事情がある。人員

調整とともにローテーション作りの工夫とい

った対策が求められている。

氷供給に関しても、新拠点の整備は着手さ

れたが、その裏側にある統廃合の議論はなお

不透明である。新しい施設の運用の成否が統

廃合の議論のあり方に直結すると考えられ、

その意味では広域浜プランの成果が問われる

のはこれからであるとも言える。
（かめおか　こうへい）

りの生鮮魚介支出金額と購入数量はいずれも

全国平均を大きく上回って推移してきている。

つまり足元に厚い市場があるということであ

り、販路として地元を重視するのには合理性

があると言える。近年は支出金額、数量とも

減少傾向にあり、全国平均との差が縮まって

いるが、そうであるからこそ地元での水産物

消費の回復を期した取組みが必要とされたと

捉えることもできる。

また、朝セリも買取販売もともに浜プラン

以前から実施されており、全国の他地域の浜

プランと同様に、既に着手されていた取組み

が浜プランを構成する内容として位置づけ直

されたものと見るのが妥当である。

2　 氷供給網の再編

―新製氷拠点の整備―

くわえて、施設の広域的集約化として、氷

供給網の再編が進展しつつある。５～６月に

かけては県外のスルメイカ釣船が多く来県す

るが、ここにまき網の水揚げが加わると、既

存の老朽化した製氷施設では氷不足となる状

況があった。また、古い設備で使用されてい

る冷媒であるフロンガスR22が2020年で全廃

になるため更新等の対応も近年中に必要とさ

れていた。さらに、氷不足時の仕入先だった

民間業者が昨年廃業するという出来事もあっ

た。これらの事情から、漁協自身で製氷施設

を再編することが必須の課題となっていた。

そこで、県漁協は、かなざわ総合市場と矢

田新支所に拠点となる製氷・貯氷施設を設備

更新することとした。具体的には、矢田新支

所に新しい製氷施設を整備し、かなざわ総合

市場には貯氷を主とする施設を整備すること

で、県内全体をカバーする氷供給体制を敷く
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〈レポート〉農漁協・森組

会の実現に向けて大きく動き出している。そ
こには我々がそれができる最後の世代だとの
強い危機感がある。その国際的合意が、15年
９月の国連サミットで採択された「持続可能な
開発のための2030アジェンダ」であり、中核
をなすのがSDGs（エスディージーズ、Sustainable 

Development Goals：持続可能な開発目標）であ
る。このSDGsの取組みでも協同組合は重要な
ステークホルダーとして位置づけられ、その
役割発揮が期待されている。

SDGsの精神では、地球上の「誰一人として
取り残さない」（leave no one behind）ことを誓
っている。発展途上国のみならず、先進国自
身が取り組むユニバーサル（普遍的）な内容（価

値）であり、16年から30年までの国際目標であ
る。持続可能な世界を実現するための17のゴー
ル（目標）・169のターゲットから構成され、気
候変動への対処はもとより、貧困、食糧安全
保障、持続可能な経済成長など、環境、経済、
社会の広範な分野を対象としている（第１図）。

1　ライファイゼン生誕200周年
本年（2018年）は、世界で初めて農村信用組

合を設立した“協同組合の父”F.W.ライファイ
ゼンの生誕200周年を迎える記念すべき年であ
る。「一人は万人のために、万人は一人のため
に」という協同組合の有名なスローガンは、彼
の著書『信用組合論』の序文に書かれたのが
最初とされる。

16年11月には彼の母国ドイツの申請により、
「協同組合の思想と実践」が国連教育科学文化
機関（ユネスコ）の無形文化遺産に登録された。
登録理由にあるとおり、協同組合は「共通の
利益と価値を通じてコミュニティづくりを行
うことができる組織であり、雇用の創出や高
齢者支援から都市の活性化や再生可能エネル
ギー（以下「再エネ」）プロジェクトまで、さま
ざまな社会的な問題への創意工夫あふれる解
決策を編み出している」ことが評価された。
ここでいう遺産とは、過去の遺産（legacy）で
はなく、未来に継承していくべき遺産（heritage）

のことであり、協同組合
は人類共通の大切な財産
として、我々はこれを受
け継ぎ、次世代に発展さ
せていくことが求められ
るのである。

2　SDGsとパリ協定
今、国際社会は人類の

生存基盤である地球環境
の保全と、持続可能な社

主席研究員　河原林孝由基

ライファイゼンの精神を今に
─�SDGs・パリ協定時代に生きるドイツ・エネルギー協同組合�─

第1図　�SDGsのロゴ・17の目標のアイコン

出典	 国連広報センターホームページ
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各国政府は、これを踏まえ国家目標を定め、
国家戦略等に反映していくことが求められる。
なかでも、地球環境問題は目標13をはじめ、

目標６、目標７、目標９、目標11、目標12、目
標14、目標15など多岐にわたり関係している。
もはや環境問題の解決なくして、持続可能な
社会は築き得ないということの表れである。
地球環境問題をめぐっては、16年11月にパ

リ協定が発効し、世界は新たなステージに入
った。パリ協定はトランプ政権が脱退を表明
し耳目を集めたが、米国に追随する国はなく、
米国内でもパリ協定の支持と目標順守を表明
している州や企業も多い。実際、米国の脱退
が可能になるのは、協定の規定に従い、最短
でも20年11月以降となる。
この文脈でいえば、国際的には、気候変動

への対処をはじめ環境問題と経済、社会が抱
える問題の解決を同時に検討していく流れが
加速すると考えられる。SDGsやパリ協定は、こ
うした環境・経済・社会の課題を統合的に解
決する施策を促進・支援する制度的基盤となる。
個別企業でみても、先進的な企業では、自

社の経営戦略とこうした環境・経済・社会の課
題解決とを統合する動きがみられる。自社の
事業を通して生み出す新しい価値の提供によ
り、世の中の課題解決を図り自社も成長する。

3　ライファイゼン・エネルギー協同組合
ライファイゼンの母国ドイツでは、ライフ

ァイゼン・バンクやライファイゼン・エネル
ギー協同組合といった彼の名を冠した組合も
多く、今でもドイツ国民の身近な存在である。
ここで紹介するライファイゼン・エネルギ

ー・グロスバール村協同組合は、ドイツ南部
のバイエルン州北部に位置する小さな村にあ
る。近年ここを有名にしたのは、再エネだけ

で電力需要を100％完全自給している村として
だ。ライファイゼンが19世紀に「村のお金は
村に！」をスローガンに農村信用組合を組織
したことに学び、この村では「村のエネルギ
ーは村に！」（De Energe Des Dorfes Dem Dorfe）

のスローガンを掲げている。
そこでは、農民たちが新しい協同組合を結

成して積極的に再エネ事業に参入することに
より低迷する農業所得を補うことに加え、そ
れを下支えに広く地域おこしにつなげようと
頑張っていた。太陽光やバイオガス発電を皮
切りに様々な事業に取り組んでいる。コージ
ェネレーション（熱電併給）が整備され地域で
のエネルギー安定供給の見通しが立ったこと
で自動車部品工場が他地域への転出をやめ、
新たに工作機械メーカーも進出し180人の雇用
を生み出した。今度はこの人たちの「住宅建
設」に取り組んでいる。また、古い建物を改
修し「農家レストラン」をオープンさせた。
協同組合という仕組みを使って様々なアイデ
アを実現していく。おかげで若い世代が定住
し人口流出も止まった。
これら取組みをSDGsの目標に当てはめてみ

るとどうか。複数の目標に合致し、それを取
り込み、実現しているのが分かる。ただし、
ここで紹介した事例は15年１月に同村を訪問
した時のことであり、したがって、当時SDGs
を意識して取り組んだ結果ではない。
気候変動への対処や再エネといった、ライ

ファイゼンが生きた時代では想像だにつかな
かったことまで、協同組合はその時代時代に
求められる価値を事業で体現してきた。時代
が変わっても人々が協同組合に救いを求める
のは、ライファイゼンの精神が今に通じてい
るからだ。それは“不易流行”を意味する。

（かわらばやし　たかゆき）
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寄　稿

問題解決を図る「野生鳥獣対策ガバナンス」
をいかに構築するかが今日問われている。岩
手大学では、地域コミュニティ、基礎自治体
と協働したクマ被害対策の取り組みを続けて
いる。他地域における実践の参考のためにそ
の概況を紹介したい。

2　多様な主体の協働に基づくクマ被害対策
被害対策の実践地盛岡市Ｉ地区におけるク

マによるリンゴ被害は1980年代に始まり徐々
に拡大しつつあった。2003年には県による環
境調査事業を岩手大学が受託しＩ地区におい
てクマの捕獲と放獣・追跡が行われ、併せて
被害農家に対する社会科学的調査も開始され
た。このような状況のなか06年にクマの大量
出没が発生し、盛岡市内のクマ有害駆除頭数
26頭のうちＩ地区における捕獲が半数を占め
るという事態となった。住民の不安は頂点に
達し「子どもを一人で表に出せない」、「夜、
外に出るのが怖い」などの声も寄せられた。
これを受けて、盛岡市農政課の発案により07
年には地元自治会・盛岡市・岩手大学による
継続的な話し合いの場が設置され、協働によ
る被害防除の取り組みが開始されることとな
った。
そこでは、被害対策を地域に押し付けるだ

けでは解決できないこと、しかし地域の協力
が必須なこと、また、経費と労力の確保が必
要であることが挙げられ、地域外からの支援
体制の整備と地域内での自主的な防除の意識
を確立することの必要性が確認された。さら

1　はじめに
近年、一部の野生鳥獣の分布拡大と生息数

の増加が生じている。一方で里地里山におけ
る人間活動の縮小や集落機能の低下は、野生
鳥獣による農林水産業への被害を深刻化させ、
人間と野生鳥獣の軋轢をより大きくしている。
古来、野生鳥獣と人間は勢力争いをしなが

ら自らのテリトリーを確保してきた。江戸時
代に集落周辺を土塁や石垣で囲ったシシ垣の
存在などはその象徴であろう。近代以降、狩
猟の拡大や猟銃の高性能化等により、野生鳥
獣の個体数は激減し、一時的に鳥獣害が少な
い時期が続いたが、現在は野生鳥獣との軋轢
が問題となる状況へ回帰したといえよう。こ
うした状況を経て現在求められるのは、単純
に野生動物の個体数を激減させることによる
対処ではなく、かつてのように野生鳥獣と押
し合いへし合いしながら、お互いの勢力圏を
確保する「動的な平衡状態」を創りだすこと
といえよう。しかし、過疎・高齢化などに悩
む農山村集落にはそのような余力はなく、泣
き寝入り、あるいは野生鳥獣に押し込まれ撤
退を余儀なくさせられる事例もままみられる。
野生鳥獣は生物多様性の観点からみれば単

なる「害獣」ではなく、その生息を存続させ
るべき自然の一部であり、それは国民共有の
財産でもある。であればこそ野生鳥獣との軋
轢の解消を農山村住民だけに押し付けて事た
れりとする訳にはいかない。農山村地域コミ
ュニティに加えて都市住民や行政、企業、大
学など社会を構成する多様な主体が協働し、

岩手大学大学院連合農学研究科 准教授　山本信次

多様な主体の協働と地域住民の自己効力感回復を
重視した野生鳥獣対策
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因を整理すれば、テクニカルには外部との協
力によるヒト・モノ・カネといった資源調達
の成功といえよう。しかしながら、これらの
要素を並べれば自動的に取り組みが成功する
訳ではない。むしろ大事なことは、第一に異
なる目的を持つことで信頼関係を創ることが
難しかった主体同士が、共有しうる具体的な
「目標」（とにかくムラにクマを出さない）を設定
し、その実現過程においてともに汗を流し、
丁寧なコミュニケーションを通じて、相互の
信頼関係を構築しえたこと、第二に被害対策
の成功により住民の自己効力感を回復しえた
ことといえるだろう。
かつてクマが出ても駆除以外の対応ができ

ず、駆除しても次のクマがやってくる悪循環
に農家の方の不安は募るばかりだった。その
上クマを駆除すれば、保護団体からクレーム
が付き、今までと同じ農作業をしていれば専
門家から防除の取り組みが足りないと責めら
れる。被害者は自分なのになぜ自分が責めら
れるのか。被害への不安とともに農家のイラ
イラは頂点に達していた。そんな時に始まっ
たのがこの被害対策だったのである。
この対策を進めるに際して注意したこと

は、こうあるべきという「自然保護」思想や
「科学的な正しさ」を押し付けず、外の人間が
一緒に汗を流し、なによりもクマのこない、
安心して子どもが散歩できるムラを目指すこ
ととした。こうした積み重ねの中で被害は減
り、問題を自らコントロールできるという自
己効力感を取り戻した農家の方々はクマのこ
とを気遣う余裕すら生まれ、他者との交流を
楽しんでくれるようになった。他者との協働
と自己効力感の回復こそが野生鳥獣対策のカ
ギになるのではないだろうか。

（やまもと　しんじ）

に経費・労力などの分担について確認し、地
域コミュニティ・行政・大学の協働でクマが
出にくい環境づくりを目指すことが決められ
たのである。以降、毎年６月、７月、９月に
リンゴ畑周辺の刈払いや電気牧柵の設置など
を行い、12月には柵の撤去を行うこととなっ
た。
初年度第一回には大学側の本気度を示す意

味を込めて、大型バスで集合場所の自治会館
に乗り付けた。これにより地域の方々の大学
への信用が高まり、地元からの参加者も増加
した。現在参加者は、リンゴ農家、地域住民、
岩手大学の学生や教員、盛岡市、盛岡市猟友
会などで、毎回70人程度が集まる。取り組み
の結果、11年度は盛岡市全体の駆除頭数10頭
に対して、Ｉ地区では０頭となり、その後も
０ないしは１頭の駆除数を維持している。

3　 主体間の信頼構築と住民の自己効力感の
回復
クマに対する地元住民の感情にも変化がみ

られる。大量出没前の05年と11年に筆者の研
究室で実施した地元へのアンケート「農地に
クマが出没して農作物被害があった場合、求
めるクマへの対応は？」に対する回答は05年
で７割以上が捕殺を求めていたのに対し11年
では３割程度に減少し、地域住民の取り組み
への自信をうかがわせる結果となった。
ここで筆者が被害対策活動に参加した折の

農家との会話を紹介しておきたい。かつて里
に出た熊は皆殺してしまえといっていた人で
ある。「こうして皆で頑張ればクマも出なくな
る。そうすればむやみにクマを殺す必要もな
い。手伝いにきてくれる皆さんには本当に感
謝してるんだ」との言葉を頂いた。
このような被害対策の成功をもたらした要
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現地ルポルタージュ

して熱利用するのである（ゼロエミッション）。
同町では、11基の木質バイオマスボイラーを
有し、公共温泉や幼児センター、高齢者複合
施設など30施設に熱を供給している。これに
より年間1,900万円の燃料コスト削減を実現
し、それをボイラー更新や子育て支援に活用
している。また、木質バイオマスのエネルギ
ー利用はカーボンニュートラル

（注1）
とされ、地球

温暖化対策として環境に貢献する意義もある。
循環型森林経営と森林資源のカスケード利

用により経済面での課題解決を図り、木質バ
イオマスのエネルギー利用によって経済面に
加え環境面の課題にも取り組む。同町の熱自
給率は49%となり、将来的には熱電自給率100%
を目指している。

1　森林の恵みを余すことなく
下川町は北海道北部・上川地方に位置し、

人口3,400人、農林業を基幹産業とし、町の面
積の９割を森林が占める。循環型森林経営へ
の長年の取組みと「環境モデル都市」として
の実績が評価され、2011年には国の「環境未
来都市」に選定された。
「環境未来都市」の基本コンセプトは、「環
境・超高齢化対応等に向けた、人間中心の新
たな価値を創造する都市」を目指し、「誰もが
暮らしたいまち」「誰もが活力あるまち」を実
現し、人々の生活の質を高めることにある。
それには経済、環境、社会の３つの側面から
の取組みが不可欠とされる。同町では、地域
の資源である森林を最大限に活用することで、
経済、環境、社会の３つの価値の創造に向け
て取り組んでいる。
長年にわたる造林によ

り、毎年50haの伐採（主伐）
→植林→育成を繰り返せ
る循環型森林経営の基盤
が整備された。森林資源
はカスケード利用（段階
的利用）により、１本の原
木を最大限に利用してい
る（第１図）。原木は製材
にして建築用材等で利用
するが、その端材や建材
に使えない木材は廃棄す
ることなく、伐採後の林
地残材も含め、形を変え
て何度も利用する。それ
でも残った部分は、燃や

主席研究員　河原林孝由基

環境未来都市はSDGs未来都市へ
─ 北海道・下川町でのSDGsを評価軸とする地域おこし ─

資料　下川町提供

第1図　森林資源のカスケード利用
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ディージーズ、Sustainable Development Goals：

持続可能な開発目標）に符合する。SDGsは17の
ゴール（目標）から構成され、森林を中心に据
えた同町の取組みは、直接的には目標15の「陸
の豊かさも守ろう」に合致する。それだけで
なく、健康な生活、教育、クリーンなエネル
ギー、働きがいのある雇用、インフラ・基盤
の整備、住環境、責任ある生産と消費、気候
変動への対処（目標３、４、７、８、９、11、12、
13）に関する目標達成にも貢献している。それ
を地元自治体が中心となって、森林組合、事
業協同組合、「地域おこし協力隊」やNPO法人、
都市や企業とのパートナーシップ（目標17）に
より実現しているのである。同町では「環境
未来都市」を発展させるこれからの評価軸と
して、SDGsを明確に位置づけた。
近時、木質バイオマスのエネルギー利用で

は、固定価格買取制度による買取価格の相対
的有利性により、発電の燃料確保を第一に森
林を伐採したり、不足する国内の木質燃料に
代わり輸入燃料（PKS：パームヤシ殻）に頼るた
め発電所を沿海部に建設する動きがみられる。
これでは、地域の内発的発展にはほど遠い。
明確な評価軸がないと単なる経済性の論理で
突っ走ってしまう。経済・環境・社会の調和
こそが「環境未来都市」として同町が取り組
んできたことであり、それが地域に住みたい、
住み続けたいと思える「質の良い生活」を生
み出しているのである。

　（かわらばやし　たかゆき）

2　経済×環境×社会的課題の同時解決
経済面、環境面に社会的課題を統合して取

り組むことで、さらなる成果が出始めている。
超高齢化社会への対応、集落の再生といった
社会的課題に対して、エネルギー自給型の集
住化による自律的なコミュニティモデルを創
造することで挑戦している（一の橋地区バイオ
ビレッジ構想）。3.5haほどの敷地に26戸の集住
化住宅（断熱性能の高いエコハウス）、警察官立
寄所と郵便局が入った住民センター、定住化
促進のためのゲストハウス、地域食堂のある
交流スペースなどを新たに整備した。
既存のコミュニティセンターや障がい者支

援施設ともつながるようにし、木質バイオマス
ボイラーで地域に熱供給（暖房・給湯）をしてい
る。屋根に太陽光パネルを設置し、EV（電気自
動車）充電器も備えた。余剰熱を使い、菌床し
いたけの栽培を始め、雇用も生み出している。
集落の担い手として「地域おこし協力隊」

を募り、高齢者の買物支援や見守りサービス、
除雪、廃屋の撤去、地域食堂の運営や商品開
発等にも取り組んでいる。現在８人が隊員と
して活動しており、退任となった14人のうち
９人（起業６人、就職３人）が定住を決めた。
目指している姿は、「超高齢化問題と低炭素

化」の同時解決である。事実、同町ではこの
５か年でみると転入者が転出者を上回る社会
増の年もあるほどになった。

3　SDGsを評価軸として
これら「環境未来都市」としての先進的な

取組みを振り返ると、国連が掲げるSDGs
（注2）
（エス

下川町一の橋地区の集住化住宅

（注 1）植物の燃焼によって放出される二酸化炭素
は、植物が成長の際に吸収して得たものであり、
大気中の二酸化炭素量の増減に影響は与えないと
いう考え方。

（注 2）SDGsについては本誌「ライファイゼンの精
神を今に―SDGs・パリ協定時代に生きるドイ
ツ・エネルギー協同組合―」で詳しく論じている
ので、参照されたい。
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現地ルポルタージュ

ンプロジェクト」として、いわき市と広野町
を中心に在来種の綿花の有機栽培を行ってい
る。生産された綿を素材の一部として使用し
たＴシャツ、手ぬぐい、ハンカチ等の製造企
画・販売までが企業組合の事業の範囲である。
風評被害による県産農産物の買い控えのため
に復興が進まない地域に対して、オーガニッ
クコットン栽培を通じて農地の有効利用を図
り、地元農家への支援を行うというのが事業
の基本的な理念である。また、オーガニック
である点には、原発事故が地域に与えた大き
な環境負荷への気付きと、利便性と引き換え
に環境に負荷を与え続けてきた社会へのメッ
セージが込められている。
栽培は、遊休農地を中心として20か所ほど

に分散して行われており、昨年の作付総面積
は2.6haほどである。農地は、取組みへの共感
やボランティアで形成された人間関係を通じ
て農家から提供されており、権利関係として
は使用貸借によるものが多く、企業組合自身
が所有している農地はない。また、企業組合
あるいは関連NPOの職員が栽培管理を担当す
るのが基本だが、ほ場によっては農地の提供
者である農家自身が積極的に農作業に関与し
ている場合があり、オーガニックコットンは
被災地農家と非農家の交流のきっかけとして
も機能している。
しかし、復興が少しずつ進むにつれ、課題

も生じている。綿花は、栽培サイクルがコメ
と重複するため、そちらを優先させたい農家
の場合、コットン栽培への関与は薄くなって

東日本大震災の被災地域での支援のあり方
は、今日までの復興の進捗や様々な状況変化
に応じて、着手当初から一定の変化を被らざ
るを得ない。継続すべき取組み、発展解消さ
れてよい取組みといったように、様々なバリ
エーションがあり得るところである。今回は、
復興支援としての性格は保持しつつ、環境負
荷を軽減した農業の実現という普遍的な課題
への接近を図ることで、事業の進化を目指す
福島県のいわきおてんとSUN企業組合を取り
上げる。

1　いわきおてんとSUN企業組合の概要
いわきおてんとSUN企業組合（以下「企業組

合」）は、①オーガニックコットン事業、②コ
ミュニティ電力、③スタディーツアーの３つ
を主たる事業としている。企業組合の理事は
６人おり、各人がいわき市やその周辺自治体
にある別々のNPOや地元企業の役員を務めて
いる。震災後の福島県で有機農業を行う意義
や、それぞれのNPOでの取組みの補完・発展
の必要性を感じたことをきっかけとして、企
業組合の形態で2013年に設立した。なお、企
業組合に専従する職員は２人である。各事業
の収益確保とともに、様々な助成メニューを
活用することで事業の継続が図られてきたと
ころであり、「農林水産業みらい基金」もその
一つである

（注）
。

2　オーガニックコットン事業の意義と課題
企業組合は、「ふくしまオーガニックコット

研究員　亀岡鉱平

オーガニックコットン生産を通じた復興支援のこれから
─ いわきおてんとSUN企業組合 ─
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が、その過程では膨大な量の古着が集積する。
企業組合の体験事業では、この収集された古
着の山をそのままの形で参加者に見せること
で、ファストファッション産業が生み出す無
駄について啓蒙し、オーガニックコットンへ
の共感を喚起する仕掛け作りをしている。こ
れらの取組みが奏功し、昨年のプロジェクト
全体での交流人口は延べ3,800人にのぼった。

4　 復興支援から普遍的課題の解決へ
以上のように、企業組合による農業を通じ

た復興支援事業は、当初の形態から新たな形
態への変容を遂げつつある。それは、事業内
容上は遊休農地を活用した農業支援から独自
の体験要素を織り込んだ交流型事業へのシフ
トということになるが、理念面での自覚的な
深化もまた見られるように思われる。
ファストファッションは、単に廃棄上の無

駄が多いというだけではなく、農業に対して
も環境負荷的な側面がある。企業組合による
と、綿花畑は世界の農地面積の2.5％にすぎな
いが、全殺虫剤の16％、全農薬の７％が綿花
に使用されているという。これは、綿花の最
大の利用先だと推測されるファストファッシ
ョンは、農法的に見ても環境負荷的な産業で
あることを意味している。オーガニックコッ
トンへの共感を集め、オーガニックコットン
利用製品の普及を図ることは、一時的な被災
地支援にとどまらず、大量生産・大量消費あ
るいは環境負荷型産業に慣れた人々にオルタ
ナティブとなるライフスタイルを提示するこ
とでもある。復興に向けられた営為を復興以
上のものへと昇華させるためのヒントが企業
組合の取組みには内在していると言えるので
はないだろうか。

（かめおか　こうへい）

しまう。栽培開始当初は福島県産農産物の販
路が狭まっていたため農家に労力的な余裕が
あり、綿花栽培に関与しやすい状況があった
が、コメ等の農業生産が回復するにつれ、綿
花との両立が難しくなりつつある。また、綿
花栽培用に提供されていた農地の中には、他
の農産物への回帰が見られる農地もある。一
定程度復興が進むことで、被災地支援として
のオーガニックコットン事業の縮小が見られ
ることはある意味で望ましいことではあるが、
事業を通じて培われたノウハウやソーシャル・
キャピタル（社会関係資本）が霧散してしまう
とすれば、それは必ずしも適切とは言えない。

3　 課題をいかに乗り越えるか
―体験事業の実施と古着回収事業との連携―

前節の復興に伴う課題に加えて、オーガニ
ックコットン事業のみでは採算面での難しさ
があることから、それらを克服するために、
企業組合では農作業体験に注力している。体
験事業は従来のスタディーツアーの一環で実
施されているもののほか、「畑と暮らしLab.」
の名称で昼食付き2,000円でも実施されており、
交流人口の増大に寄与している。
しかし、単なる体験事業では、ほかとの差

別化の問題が避けられない。そこで、母体と
なっているNPOの一つであるザ・ピープルの
古着回収事業と連携し、農作業体験にワーク
ショップ的要素を付加することで、独自性の
創出が模索されている。ザ・ピープルの古着
回収事業は、市内を中心に古着を回収し、リ
ユース・リサイクルの循環を構築するものだ

（注）企業組合はみらい基金の助成状況を紹介した書
籍でも取り上げられている。農林水産業みらい基
金（2017）『農林水産業のみらいの宝石箱』日経
BP社、192頁以下参照。
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最近の調査研究から 当社の定期刊行物に掲載された論文を紹介するコーナー

農林金融2018年 1月号

農林金融2017年12月号
経済学の動向と協同組合の位置付け

（小野澤康晴）

海外では経済学の教科書的な書籍において、協

同組合をその意義も含めて中立的な立場から取り

上げているにもかかわらず、わが国の経済学の書

籍では協同組合が論じられる機会は少なく、無理

解・誤解に基づく協同組合批判を生む要因の一つ

になっているとみられる。

内外の経済学の動向と協同組合の扱いを比較す

ると、そういった違いの要因としては、海外では

大きな流れとなっている、「組織や集団の活動と個

人の経済行動の関係性を明らかにしようとする経

済学の系譜」が、わが国ではその重要な意義も含

めてほとんど普及・定着していないことが大きい。

そしてそれは協同組合の認知度の低さにつながる

だけでなく、農協改革やわが国構造改革の方向性

にまで影響を及ぼしていると考えられる。

准組合員に関する制度的論点と課題
（明田　作）

農協が農業者の協同組織であることは、制度的

には決着済みの問題である。

准組合員の増加が農業者たる正組合員の利益に

かなっているか否かは、農協が自主・自立の組織

であることを認める以上、その支配権を握る農業

者たる正組合員が判断すべき問題であって、そも

そも第三者が介入すべき性格の問題ではない。

法制度上、農協がどのような事業を行うかは、

設立者である農業者の任意で、農業関連事業を行

うことさえ必須ではないなか、農協は農業者の協

同組織として、農業所得の増大に努めることが最

大の責務であるとして、制度を論ずるのは、その

前提において誤っている。

立法論としては、積極的な意味で、自主・自立

の協同組織を発展させるための改正が求められる。

2018年の国内経済金融の展望
（南　武志）

2017年もトランプ大統領の誕生、北朝鮮情勢の

緊迫化など、国際政治経済を取り巻く環境は大き

く揺れ動いた。国内政治も一時、政局が不安定と

なった。こうした状況下でも、世界経済は持ち直

し傾向にあり、国内景気もその恩恵を受けて改善

基調を続け、息の長い拡大となっている。

18年度の内外景気を展望しても、特段の景気後

退リスクは見当たらない。日本経済は4年連続で潜

在成長率を上回る経済成長が見込まれ、鈍い賃金・

物価にもプラスの影響を与えるだろう。

日本銀行は現行緩和策を粘り強く継続するとみ

られるが、主要国の中央銀行では既に非伝統的な

金融政策からの転換を図り始めており、政策の方

向性が乖離し始めている。これが世界経済や国際

資金フローなどに与える影響に注意が必要だ。

個人リテール金融の最近の動向と注目点
（内田多喜生）

家計の金融資産は2017年 6月末現在で1,832兆円

と史上最高の水準にある。ただし「貯蓄から投資

へ」の動きはいまだ緩慢で、金融当局は、個人の

長期、積立、分散投資を促す制度の整備を進めて

いる。一方、家計の金融負債は、これまで高かっ

た貸家向けローンや、消費者信用残高の伸びに陰

りがみられる。また、金融機関収支は、量的緩和

やマイナス金利の導入で、資金収支の減少が続く

一方、手数料等役務取引等収益のウエイトは低い

ままである。

日本銀行「金融システムレポート」や金融庁の

「金融行政方針」は、新しいビジネスモデルへの転

換が必要とするが、個人利用者のリスクやコスト

増、利便性低下を招く可能性もあり、「利用者保護」

に配慮した取組みとすることが必要であろう。
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最近の調査研究から 当社の定期刊行物に掲載された論文を紹介するコーナー

金融市場

農林金融2018年 1月号

農林金融2017年12月号
体験型農園の普及にかかるJAグループの

役割と課題
（小田志保）

近年、国が都市農業振興に積極化するなかで、
JAグループは都市農業振興策や自己改革の具体策
として「体験型農園」に取り組んでいる。体験型
農園とは、従来の市民農園に栽培講習などサービ
スが付帯したもので、農業所得向上への貢献や、
地域住民の農業理解の促進が期待されている。
JAグループが体験型農園を普及する際には、利

用効果や所得率の高さなどを、消費者や農業者に
情報発信することや、栽培指導のサポートなどが
重要である。一方、普及の課題は、JAのマンパワ
ー不足や、既存の市民農園・農業体験農園との競
合や収益性の確保に対する不安などが挙げられる。
課題解決には、先進事例から、地元大学など地

域の関係団体との連携、利用者間の助け合いの促
進、JAの総合事業性の発揮が効果的と示唆された。

潮流 　地域金融機関の経営戦略について
情勢判断
（国内）
1　輸出に加え、企業設備投資も国内景気の
牽引役に

2　2017～18年度改訂経済見通し
（ 2次QE後の改訂）

（海外）
1　税制改革の実現で堅調な成長が期待される
米国経済

2　2018年の経済運営の方針も「穏中求進」

分析レポート
1　欧州で再び強まる政治情勢の不安定化懸念
2　県民経済計算でみる地域別の経済動向（2）
3　地方銀行の2017年度中間決算の状況と経営
戦略

海外の話題
学生との交流～ちょっといい話～

2018年 1月号

農業競争力強化に向けた制度改革と
農業政策の課題

（植田展大）

農業の競争力強化を目的とした 8つの法律を近

年の農政改革の歴史的な流れに位置づけ、そのう

えで法律の内容と課題を確認し、今後の農業政策

のあり方にふれる。

2017年の通常国会ではこの 8つの法律が可決・

成立したが、これらの法律には「食料・農業・農

村基本法」（新基本法）以降の農業政策で志向された

農業の多面的機能や多様な担い手、農村振興を重

視する方向性がみられない。

今後も「規制」改革に偏った動きがさらに進む

と見込まれるが、産業政策のみに傾斜することは、

農業経営の育成、食の安定供給の点からも問題が

ある。再度、新基本法の精神に立ち返った政策の

転換が必要である。

米政策の推移
（小針美和）

2018年産以降の米の生産調整は、行政による生

産数量目標等の配分を行わず、生産者や農協等を

中心に需要に応じた生産に取り組むこととされた。

それは米政策改革のもと07年度に取り組まれた施

策と重なるところも多いが、その後の施策見直し

の繰り返しによって施策体系は変化している。

これまでの流れを概観すると、経営の自由度と

いう観点では、米政策改革以前の国による強制感

の強い生産調整から自由度を高める方向で推移し

た。一方で、政策の見直しが繰り返されるなかで、

生産調整の政策的位置づけや今後の方向性が見え

にくくなっている。また、度重なる施策の変更は、

政策が経営に与える影響の大きい稲作経営にとっ

て見通しを立てづらくなり、経営判断を難しくす

ることにも留意が必要である。
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あぜみち

農福連携で地域が元気になりました！

岩手県花巻市 高松第三行政区ふるさと地域協議会
事務局長　熊谷哲周

4　 岩手県立大学生の卒業課題研究が
JA岩手県大会の議案に
当協議会の活動を岩手県立大学の学生が卒

業課題研究として取り上げ、その内容が平成
27年度のJA岩手県大会において地域活性化策
として大会議案に盛り込まれました。
平成28年度からは、大会で決議された議案

が「くらしの活動推進対策事業」として事業
化されています。

5　活動の成果
協議会設立から10年。相変わらず課題は山

積していますが、目に見える形の成果がでて
きましたので紹介します。
①「福祉農園」を中心とした活動は、地域

外へも浸透し交流人口が飛躍的に伸びていま
す（設立前０人 → 平成28年1,570人）。
また、農園作業に関わっている人たちはほ

とんどが高齢者であり、社会参加と生きがい
の場にもなっています。
②「福祉農園」で栽培している山の果実（ガ

マズミ、ナツハゼ）をゼリーに加工。新たな高
齢者の所得（現状はおこづかい程度ですが・・・）
につながりました。
③現在、地域は70世帯。協議会の活動が始

まってから、移住者・Ｕターン世帯が11世帯
あり、地域の新たな人材になっています。

活動を続けていても課題が全て解決したわ
けではありません。私たちはこれからも「個
人の課題は地域の課題」として共有し、「住民
主体」で「近所の近助」を進め「共生型コミ
ュニティ」の構築を目指していきたいと思っ
ています。

（くまがい　てっしゅう）

1　地域住民の大半が反対の設立総会
少子高齢化や農業所得の低迷に「このまま

では地域が消滅してしまうのではないか」と
危機感を抱いた住民６人が設立発起人となっ
て開いた平成20年６月19日の協議会の設立総
会。「地域の維持のためにも何か手を打たなけ
れば大変なことになる」という発起人の説明
に対して、多くの参加者から「新しい組織を
作ってどうする。既存組織の活動で十分だろ
う」とか「どうせ失敗するのだからやめた方
がいい」「失敗した時の責任は誰がとるんだ」
という最初から失敗と決めつける声に「何か
あったら設立発起人が責任をとるから」と説
得し、協議会が設立されました。

2　活動内容
活動の柱を「農業」・「福祉」・「交流」と決め、

「足元にある資源と人材」を活用して地域を活
性化させるために、遊休農地を活用して高齢
者、障がい者、保育園と共同で「福祉農園」
を設置。農園で収穫した作物を福祉施設への
食材や配食サービスへの食材として供給して
います。また、農園は様々な人たちの交流の
場にもなっており、毎年賑わいを増してきて
います。

3　 連携団体との協働＝コラボレーションが
相乗効果を生み出した
協議会を設立したものの所詮は素人。課題

解決のために「こんな地域を目指したいんで
す」と手作りのビジョンを持って花巻市や岩
手県立大学を訪問、快く相談に乗っていただ
いたことで活動内容が一気にレベルアップし
ました。現在はJAを含めた７つの団体が連携
団体として活動に協力してくださっています。
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